
おおゆのはら

大斎原の大鳥居（和歌山県田辺市）

マイナ保険証の利用促進に向けて
―保険者と国民の理解と協力なしでは前には進まない―

全総協第117回定例総会……4
全総協と支払基金の打合せ会……19
資料・2024年度予算概要（中間報告）……14
組合訪問：長野県農業協同組合健康保険組合……31

主張

　月号
2024

第160号

４





― 3 ―

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
促
進
に
向
け
て

―
保
険
者
と
国
民
の
理
解
と
協
力
な
し
で
は
前
に
は
進
ま
な
い
―

ゴ
リ
押
し
？

　

辞
書
に
よ
る
と
「
ゴ
リ
押
し
」
と
は
、
無
理
や

り
物
事
を
お
し
進
め
る
こ
と
と
あ
る
。
そ
の
語
源

は
川
魚
の
「
ゴ
リ
」
か
ら
き
て
い
る
。
ゴ
リ
は
別

名
「
石い

し

伏ぶ
し

」
と
呼
ば
れ
、
普
段
は
水
底
の
石
の
間

に
へ
ば
り
つ
く
よ
う
に
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
捕
ま
え
る
時
に
は
、
藁
の
束
を
川
底

に
つ
け
、
雑
巾
が
け
す
る
よ
う
に
前
へ
進
み
網
の

中
へ
と
追
い
込
ん
で
い
く
。
こ
の
よ
う
な
漁
を

「
ゴ
リ
押
し
漁
」
と
い
い
、
そ
こ
か
ら
「
ゴ
リ
押

し
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。
最
近
は

評
判
が
良
く
な
い
の
か
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ

た
と
感
じ
て
い
た
。

　

今
年
の
12
月
２
日
に
健
康
保
険
証
が
廃
止
さ
れ

マ
イ
ナ
保
険
証
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
に
切

り
替
わ
る
。
政
府
は
、
こ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
活
用
は
、
日
本
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
、

特
に
医
療
提
供
体
制
、
健
保
業
務
の
デ
ジ
タ
ル
化

の
た
め
に
か
か
せ
な
い
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
パ
ス

ポ
ー
ト
」
だ
と
声
高
ら
か
に
主
張
す
る
。
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
有
率
及
び
マ
イ
ナ
保
険
証
の

利
用
率
を
み
る
と
、
受
診
頻
度
の
高
い
前
期
高
齢

者
の
保
有
率
・
利
用
率
が
高
い
一
方
、
受
診
機
会

の
少
な
い
現
役
世
代
、
特
に
若
年
層
の
保
有
率
・

利
用
率
が
低
く
、
直
近
３
月
の
利
用
率
は
全
体
で

５
・
47
％
と
依
然
伸
び
悩
ん
で
い
る
。
ま
た
、
足

元
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
利
用
率
は
二
桁
に

も
満
た
な
い
。
国
民
か
ら
は
、「
マ
イ
ナ
保
険
証
な

ん
て
国
家
公
務
員
で
す
ら
使
っ
て
い
な
い
の
に
、

現
行
の
保
険
証
を
廃
止
し
て
ま
で
ゴ
リ
押
し
す
る

な
よ
…
」
と
い
う
声
が
耳
元
で
こ
だ
ま
す
る
。

　

日
本
の
医
療
保
険
制
度
は
、
国
民
皆
保
険
制
度

の
下
、
国
民
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
自
分
の
判
断

で
医
療
機
関
や
受
診
頻
度
を
自
由
に
選
択
で
き
、

給
付
内
容
も
原
則
同
じ
「
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
制

度
」
を
採
用
し
て
い
る
。
現
行
の
健
康
保
険
証
は

そ
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
の
パ
ス
ポ
ー

ト
で
あ
る
が
、
正
確
な
本
人
確
認
が
困
難
で
あ
る

た
め
、
誤
り
や
不
正
使
用
が
発
生
し
、
些
か
評
判

が
悪
い
。
そ
こ
に
目
を
つ
け
た
の
が
マ
イ
ナ
保
険

証
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
も
人
気
は
い
ま
ひ
と
つ
。
普
及
さ
せ
る
た

め
に
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
す
る
な
ど
、
公
的
カ
ー
ド

と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
大
盤
振
る
舞
い
。
ど
う
し

て
も
違
和
感
が
残
る
。

保
険
者
の
役
割
と
覚
悟

　

我
々
健
保
組
合
（
保
険
者
）は
、
政
府
と
国
民
と

の
狭
間
に
立
ち
、両
者
の
顔
色
を
窺
い
な
が
ら
マ
イ

ナ
保
険
証
の
利
用
促
進
に
向
け
て
日
々
取
り
組
ん

で
い
る
が
、
昨
今
、
更
な
る
協
力
依
頼
が
厚
労
省
か

ら
届
い
た
。
保
険
者
毎
の
利
用
率
の
目
標
設
定
で

あ
る
。
実
績
を
保
険
者
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
・

業
績
評
価
等
で
評
価
す
る
仕
組
み
で
、
マ
イ
ナ
保

険
証
利
用
率
を
保
険
者
間
で
競
わ
せ
、
基
準
値
を

上
回
っ
た
場
合
に
加
点
対
象
と
し
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
の
加
算
・
減
算
制
度
の
評
価
指
標
と
す
る

設
計
で
あ
る
。
政
府
肝
入
り
の
マ
イ
ナ
保
険
証
の

利
用
促
進
は
、
い
つ
の
間
に
か
健
保
組
合
の
一
大
イ

ベ
ン
ト
と
化
し
、
保
険
者
へ
責
任
転
嫁
さ
れ
展
開

し
て
い
る
。
ど
う
も
「
ゴ
リ
押
し
」
感
が
拭
え
な
い
。

　

一
方
、
健
保
組
合
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
高
齢

者
医
療
費
の
増
加
が
恒
常
化
す
る
中
、
認
知
症
新

薬
等
の
保
険
適
用
、
診
療
報
酬
等
の
改
定
な
ど
、

健
保
財
政
を
逼
迫
さ
せ
る
内
容
が
瞬
く
間
に
審
議

決
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
第
３
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計

画
及
び
第
４
期
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
へ
の

迅
速
な
対
応
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、

保
険
者
と
し
て
、
社
会
情
勢
の
変
化
を
見
据
え
医

療
Ｄ
Ｘ
を
推
進
し
、
加
入
者
の
健
康
と
安
心
を
確

保
し
、
効
果
的
・
効
率
的
な
保
健
事
業
を
展
開
す

る
経
営
手
腕
が
問
わ
れ
る
。
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利

用
促
進
も
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
の
一
つ
と
カ
ウ
ン
ト
さ

れ
る
が
、
健
保
組
合
の
根
幹
で
あ
る
加
入
者
の
健

康
と
安
心
が
確
保
で
き
て
い
る
か
と
問
わ
れ
る
と
、

現
状
で
は
答
え
に
舌
を
噛
み
そ
う
で
あ
る
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
促
進
は
、
国
民
の
理
解

と
協
力
な
し
で
は
達
成
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
我
々

保
険
者
の
理
解
と
協
力
は
不
可
欠
で
あ
る
。
政
府

は
も
う
決
め
た
こ
と
と
拙
速
に
進
め
よ
う
と
す
る

が
、
今
一
度
立
ち
止
ま
る
勇
気
も
必
要
で
は
と
感
じ

る
。
長
年
親
し
ん
だ
健
康
保
険
証
が
ゴ
リ
押
し
漁

の
よ
う
に
追
い
や
ら
れ
、
新
た
な
マ
イ
ナ
保
険
証

を
、
今
後
国
民
は
ど
う
受
け
入
れ
て
い
く
の
だ
ろ

う
か
。
健
保
法
制
定
１
０
０
年
を
超
え
た
今
、
次

の
１
０
０
年
を
見
据
え
た
新
た
な
時
代
を
、
こ
の

マ
イ
ナ
保
険
証
と
共
に
進
む
た
め
に
は
相
当
の
覚

悟
と
時
間
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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第117回定例    総会を開催

　

全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
は
３
月
27
日
、

東
京
都
中
央
区
の
東
実
健
保
会
館
で
第
１
１
７
回
定

例
総
会
を
開
催
し
た
。
総
会
で
は
、
令
和
６
年
度
事
業

計
画
案
、
同
収
入
支
出
予
算
案
に
つ
い
て
審
議
し
、
了

承
し
た
。

　

冒
頭
の
挨
拶
で
高
井
会
長
は
、
会
員
２
４
２
組
合

の
令
和
６
年
度
予
算
の
概
要
に
つ
い
て
「
黒
字
組
合

は
わ
ず
か
12
組
合
で
、
経
常
収
支
差
引
額
で
は
過
去

最
高
の
約
２
２
２
２
億
円
も
の
大
幅
な
赤
字
と
な
っ

て
い
る
」
と
述
べ
た
。

　
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
」
に
つ
い
て
は
、
改
正

案
の
条
文
に
、
健
保
組
合
は
支
援
納
付
金
を
納
付
す

る
義
務
を
負
う
こ
と
や
、
滞
納
し
た
場
合
は
国
税
滞

納
処
分
の
例
が
適
用
さ
れ
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
説
明
し
、「
支
援
金
の
徴
収
代
行
で
は
な
く
、

巧
妙
な
健
康
保
険
料
へ
の
上
乗
せ
制
度
で
、
公
租
公

課
の
新
設
そ
の
も
の
の
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
警
戒

感
を
示
し
た
。

　

来
賓
挨
拶
で
は
、
厚
生
労
働
省
保
険
局
の
山
下
護

保
険
課
長
が
被
保
険
者
や
家
族
の
健
康
を
守
る
と
い

う
健
康
保
険
事
業
の
原
点
に
戻
っ
た
事
業
展
開
の
必

要
性
を
強
調
し
た
。
健
保
連
の
佐
野
雅
宏
副
会
長
は
、

現
役
並
所
得
の
高
齢
者
給
付
へ
の
公
費
投
入
や
交
付

金
交
付
事
業
へ
の
さ
ら
な
る
補
助
の
拡
大
の
ほ
か
、

「
支
援
金
」
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
、
負
担
す
る
料
率

に
つ
い
て
組
合
会
な
ど
で
議
決
を
行
わ
な
い
方
向
で

進
ん
で
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
。

　

総
会
終
了
後
に
は
特
別
講
演
と
し
て
、
日
本
薬
剤

師
会
の
岩
月
進
常
務
理
事
（
次
期
会
長
）
等
が
セ
ル
フ

メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性
や
医
療
保
険
者
の
医

薬
品
給
付
管
理
の
重
要
性
に
つ
い
て
講
演
し
た
。

９割以上の総合組合が赤字で９割以上の総合組合が赤字で
赤字額は過去最大の2222億円に赤字額は過去最大の2222億円に
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第117回定例    総会を開催
　

我
が
国
の
経
済
は
、
急
激
な
物
価
上
昇
も
、
や

や
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
中
、
今
年
の

春
闘
賃
上
げ
率
は
、
連
合
の
初
回
集
計
に
よ
れ
ば

平
均
５
・
28
％
だ
っ
た
と
の
こ
と
で
、
33
年
ぶ
り

の
高
水
準
の
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
は
、
日
銀
に
よ

る
金
融
政
策
の
変
更
も
手
伝
っ
て
、
一
昨
年
来
、

22
か
月
連
続
で
減
少
が
続
く
実
質
賃
金
が
プ
ラ
ス

に
転
じ
て
、
経
済
の
好
循
環
に
つ
な
が
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
経
済
情
勢
の
中
で
、
健
康
保
険
組
合

は
、
依
然
と
し
て
高
止
ま
り
の
医
療
給
付
費
と
、

高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
支
援
金
・
納
付
金
等
が
財

政
を
圧
迫
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
２
０
２
５
年
問

題
を
控
え
て
、
極
め
て
厳
し
い
事
業
運
営
を
強
い

ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
の
予
算
概
要
の
集
計
を
見
て
み
る

と
、
全
総
協
会
員
２
４
２
組
合
中
、
経
常
収
支
の

黒
字
組
合
は
わ
ず
か
12
組
合
で
、
経
常
収
支
差
引

額
で
は
、
過
去

最
高
の
約
２
２

２
２
億
円
も
の

大
幅
な
赤
字
と

な
っ
て
お
り
ま

す
。

　

今
年
も
26
組

合
が
保
険
料
率

を
引
き
上
げ
、
全
総
協
全
体
の
平
均
保
険
料
は

９
・
86
％
と
な
り
、「
協
会
け
ん
ぽ
」
の
平
均
保
険

料
率
の
10
％
以
上
の
組
合
の
割
合
は
43
％
で
１
０

３
組
合
と
な
り
ま
し
た
。

　

主
要
な
支
出
の
一
つ
で
あ
る
法
定
給
付
費
は
、

医
療
費
の
高
い
伸
び
と
出
産
育
児
一
時
金
の
大
幅

な
引
上
げ
等
の
影
響
で
６
・
39
％
も
の
伸
び
を
示

し
て
お
り
、
さ
ら
に
今
期
の
医
療
費
改
定
で
は
、

診
療
報
酬
本
体
を
０
・
88
％
引
き
上
げ
る
内
容
が

告
示
さ
れ
て
お
り
、
更
な
る
増
大
が
懸
念
さ
れ
る

状
況
で
す
。

　

一
方
の
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
拠
出
金
額
は
、

前
年
度
か
ら
５
４
０
億
円
増
加
し
１
兆
４
４
０
０

億
円
と
な
り
、
被
保
険
者
１
人
当
た
り
で
は
21
万

３
０
０
０
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
国
を
挙
げ
て
の
少
子
化
対
策
に
つ
い
て

は
、
第
一
弾
と
し
て
昨
年
４
月
に
出
産
育
児
一
時

金
が
50
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
児
童
手
当
の
拡
充
な
ど
の
少
子
化
対

策
本
番
と
し
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の

改
正
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
審
議
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
、
各
種
施
策
に
要
す

る
財
源
の
一
部
を
確
保
す
る
た
め
、
新
た
な
支
援

金
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り

ま
す
。

　

改
正
法
案
を
ひ
も
と
く
と
「
健
康
保
険
組
合
は

『
支
援
納
付
金
』
を
納
付
す
る
義
務
を
負
い
」、「
こ

れ
を
滞
納
す
る
と
き
は
『
国
税
滞
納
処
分
の
例
』

が
適
用
さ
れ
る
」
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、「
支
援
金
率
は
政
令
で
定
め
る
率
の
範
囲
内

に
お
い
て
保
険
者
が
定
め
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　

こ
れ
で
は
、
単
な
る
支
援
金
の
徴
収
代
行
で
は

な
く
、
巧
妙
な
健
康
保
険
料
へ
の
上
乗
せ
制
度
で
、

公
租
公
課
の
新
設
そ
の
も
の
の
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
国
会
で
の
十
分
な
審
議
を
望
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

健
康
保
険
組
合
を
取
巻
く
環
境
は
、
昨
年
末
閣

議
決
定
さ
れ
た
「
改
革
の
道
筋
（
改
革
工
程
）」
で

示
さ
れ
た
よ
う
に
、
広
範
な
改
革
事
項
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

取
り
急
ぐ
も
の
と
し
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
に
伴
う
、
新
た

な
事
務
執
行
体
制
の
構
築
な
ど
、
組
合
運
営
環
境

は
今
後
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

全
総
協
と
し
て
は
、
皆
様
の
ご
協
力
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
課
題
の
解
決
に
向
け
て
取

り
組
ん
で
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

「
子
育
て
支
援
金
」
は
国
会
で
十
分
な
審
議
を

全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
会
長　

高
井 

昌
史

会長挨拶
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高
井
会
長
を
は
じ
め
、
総
合
健
康
保
険
組
合
の
皆

様
に
お
か
れ
て
は
、
平
素
か
ら
健
康
保
険
事
業
の
円

滑
な
運
営
に
ご
尽
力
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
健
康

保
険
組
合
の
強
み
で
あ
る
、
加
入
者
の
特
性
を
捉
え

た
予
防
・
健
康
づ
く
り
な
ど
保
険
者
機
能
を
十
分
に

発
揮
し
て
い
た
だ
き
、
様
々
な
保
健
事
業
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
、
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　

合
わ
せ
て
全
総
協
事
務
局
に
お
か
れ
て
は
、
日
頃

よ
り
総
合
健
保
組
合
の
皆
様
が
抱
え
る
現
場
で
の

様
々
な
課
題
、
ご
意
見
に
つ
い
て
、
私
た
ち
に
届
け

て
い
た
だ
く
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
い
て
い

る
。
こ
う
し
た
情
報
は
、
私
た
ち
の
仕
事
に
と
っ
て

も
あ
り
が
た
く
、
重
ね
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　

我
が
国
の
人
口
構
造
は
、
今
後
２
０
４
０
年
頃
を

ピ
ー
ク
と
し
て
高
齢
者
の
人
口
は
増
え
続
け
る
一
方

で
、
現
役
世
代
の
減
少
は
避
け
ら
れ
な
い
。
私
た
ち

は
今
後
、
確
実
に

増
加
す
る
医
療
費

に
つ
い
て
は
、
高

齢
者
が
社
会
で
い

き
い
き
と
過
ご
す

こ
と
で
社
会
の
活

力
を
さ
ら
に
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
現
役
世
代
の

過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
全
て
の

世
代
が
能
力
に
応
じ
て
公
平
に
支
え
合
う
仕
組
み
を

強
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
方
針
の
下
で
、
こ
れ
ま
で
も
健
康
保
険
組
合

の
皆
様
方
に
は
、
ご
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
医
療

保
険
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
議
論
を
重
ね
、
令
和
６

年
度
か
ら
、
ま
さ
に
４
月
か
ら
健
康
保
険
組
合
の
皆

様
に
対
し
て
総
額
４
３
０
億
円
の
さ
ら
な
る
支
援
を

実
施
し
て
ま
い
る
。

　

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
健
康
保
険
組
合
の
財
政

状
況
に
つ
い
て
引
き
続
き
注
視
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
。
さ
ら
に
、
世
界
に
誇
れ
る
我
が
国
の
国
民

皆
保
険
を
な
ん
と
し
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
、
私
た

ち
と
し
て
も
不
断
の
見
直
し
に
取
り
組
ん
で
ま
い
る
。

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
本
年
12
月
２
日
に
新
規
の
保
険

証
の
発
行
が
終
了
す
る
。
健
康
保
険
事
業
は
、
今
後

は
マ
イ
ナ
保
険
証
を
中
心
に
進
め
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
ま
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
の
紐
付
け
に

始
ま
り
、
加
入
者
へ
の
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
切
り
替

え
の
周
知
・
お
知
ら
せ
、
さ
ら
に
現
在
で
は
、
マ
イ

ナ
保
険
証
の
加
入
者
へ
の
利
用
促
進
に
向
け
て
、
健

康
保
険
組
合
の
皆
様
方
が
総
力
を
あ
げ
て
取
り
組
ん

で
い
た
だ
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
感
謝
を
申
し
上
げ

る
。

　

厚
生
労
働
省
と
し
て
も
、
事
業
主
団
体
に
も
同
時

に
働
き
か
け
を
行
っ
て
お
り
、
皆
様
方
が
健
康
保
険

組
合
と
し
て
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
取
組
み
が
円
滑
に

進
む
よ
う
に
努
力
を
し
て
ま
い
る
。
合
わ
せ
て
紙
の

保
険
証
か
ら
マ
イ
ナ
保
険
証
が
中
心
と
な
る
世
界
に

お
い
て
は
、
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
紙
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
見
直
す

こ
と
を
並
行
し
て
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
い
っ
た
課
題
の
解
消
に
、
私
た
ち
も
し
っ
か

り
と
対
応
し
て
い
く
の
で
、
現
場
の
皆
様
方
が
直
面

し
て
い
る
課
題
な
ど
「
こ
う
す
れ
ば
も
っ
と
良
く
な

る
」
と
い
っ
た
声
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

っ
て
い
る
。
そ
し
て
私
た
ち
も
一
緒
に
、
マ
イ
ナ
保

険
証
へ
の
円
滑
な
移
行
に
向
け
て
、
健
康
保
険
組
合

の
皆
様
方
と
取
り
組
ん
で
ま
い
る
。

　

令
和
６
年
度
か
ら
は
、
第
３
期
の
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

計
画
が
始
ま
る
。
健
康
保
険
組
合
に
と
っ
て
、
加
入

者
の
皆
様
方
の
健
康
づ
く
り
は
大
変
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
を
中
心
に
保

健
事
業
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、

ぜ
ひ
も
う
一
歩
だ
け
進
め
て
い
た
だ
い
て
、
全
て
の

働
く
方
々
、
そ
し
て
、
そ
の
ご
家
族
の
健
康
づ
く
り

に
健
康
保
険
組
合
の
皆
様
方
が
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
た
だ
く
形
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
同
時
に
、

被
用
者
と
家
族
の
健
康
が
健
康
保
険
の
原
点

厚
生
労
働
省
保
険
局　

山
下 

護 

保
険
課
長

来賓挨拶
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子
ど
も
支
援
金
は
医
療
保
険
料
と
は
別
枠

健
康
保
険
組
合
連
合
会　

佐
野 

雅
宏 

副
会
長

来賓挨拶
　

健
保
連
の
諸
活
動
に
対
し
て
は
、
平
素
か
ら
ご
支

援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

特
に
総
合
健
保
組
合
の
皆
様
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら
厳

し
く
も
暖
か
い
ご
意
見
を
頂
戴
し
て
お
り
、
今
後
も

皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
に
や
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
厚
労
省
の
山
下
保
険
課
長
も

お
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
行
政
へ
の

陳
情
、
要
望
も
含
め
て
、
ご
挨
拶
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。

　

健
保
組
合
を
め
ぐ
る
情
勢
が
、
た
い
へ
ん
厳
し
い

こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
、
直
近
の
財
政
状
況
を

み
て
も
医
療
費
は

上
が
り
、
拠
出
金

も
相
変
わ
ら
ず
増

え
て
い
る
。
標
準

報
酬
は
増
加
傾
向

に
あ
る
も
の
の
見

通
し
は
つ
か
な
い
、
と
い
う
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

　

一
方
で
、
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
切
り
替
え
と
保
険

証
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
昨
年
来
、
種
々
の
作
業
、

調
査
も
含
め
て
お
願
い
を
し
て
お
り
、
改
め
て
感
謝

申
し
上
げ
る
。
十
分
な
人
員
体
制
が
と
れ
な
い
な
か

で
、
健
保
組
合
に
お
け
る
業
務
量
は
高
ま
っ
て
お
り
、

閉
塞
感
の
強
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
な
か
で
、
今
後
に
向
け
て
と
い
う
意
味
で
は
、

少
し
で
も
健
保
組
合
に
と
っ
て
、
夢
と
希
望
の
持
て

る
明
る
い
材
料
が
欲
し
い
と
思
っ
て
お
り
、
以
下
の

３
点
と
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
お
話
を
し
た
い
。

　

第
１
は
、
後
期
高
齢
者
の
現
役
並
み
所
得
者
の
給

付
に
対
す
る
公
費
の
投
入
で
あ
る
。
長
年
の
要
望
で

あ
る
が
、
動
い
て
い
な
い
。
最
大
の
ネ
ッ
ク
は
、
財

源
的
に
は
、
数
年
前
な
ら
ば
４
０
０
０
億
円
、
今
は

５
０
０
０
億
円
と
い
う
規
模
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

や
は
り
今
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
て
、
早
期
に
何
ら

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
い
う
内
臓
疾
患
に

伴
う
状
況
だ
け
で
な
く
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
や
ロ
コ

モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
、
歯
科
口
腔
な
ど
、
働
く

方
々
が
抱
え
て
い
る
健
康
課
題
に
関
与
し
て
い
く
よ

う
に
変
え
て
い
き
た
い
。

　

健
康
保
険
事
業
は
１
０
０
年
の
歴
史
を
重
ね
て
い

る
が
、
１
０
０
年
以
上
前
、
健
康
保
険
事
業
が
ま
だ

日
本
の
社
会
に
な
か
っ
た
頃
、
そ
の
時
の
働
く
現
場

の
課
題
は
、
病
気
を
し
た
こ
と
に
よ
る
治
療
費
を
払

う
た
め
に
、
も
し
く
は
家
族
の
看
病
の
た
め
に
仕
事

を
辞
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
う
な
れ
ば
企
業
に

と
っ
て
も
、
ま
た
働
く
仲
間
に
と
っ
て
も
た
い
へ
ん

な
損
失
に
な
る
。
こ
れ
を
ど
う
し
て
も
防
ぎ
た
い
と

い
う
こ
と
で
、
皆
様
方
と
我
々
の
先
輩
が
力
を
合
わ

せ
て
民
間
企
業
を
中
心
に
健
康
保
険
事
業
が
始
ま
っ

た
と
い
う
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
は
保
健
事
業
と
い
う
と
、
や

や
も
す
る
と
医
療
費
を
ど
れ
だ
け
減
ら
し
た
か
に
力

点
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
も
う
一
度
、
健
康
保
険
事

業
が
始
ま
っ
た
原
点
に
戻
っ
て
、
私
た
ち
が
、
誰
か

ら
、
ど
の
よ
う
に
お
金
を
集
め
て
い
る
の
か
。
原
点

に
立
ち
返
る
と
や
は
り
働
く
方
々
、
そ
し
て
そ
の
ご

家
族
の
方
々
が
い
き
い
き
と
活
動
す
る
た
め
に
集
め

た
お
金
を
投
資
す
る
と
い
う
こ
と
を
是
非
始
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

厚
生
労
働
省
と
し
て
も
、
こ
う
い
っ
た
皆
様
方
が

事
業
主
と
一
緒
に
頑
張
っ
て
、
保
健
事
業
、
予
防
・

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
に
支
援
を
し
て
ま
い

る
。
加
入
者
の
皆
様
の
一
人
ひ
と
り
が
社
会
で
い
き

い
き
と
活
躍
で
き
る
よ
う
に
一
緒
に
頑
張
っ
て
行
け

れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

　

今
後
も
健
康
保
険
事
業
の
中
核
を
担
う
健
康
保
険

組
合
の
皆
様
の
ご
協
力
を
切
に
お
願
い
す
る
と
と
も

に
、
全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
の
ま
す
ま
す

の
発
展
を
お
祈
り
し
て
挨
拶
と
し
た
い
。
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か
の
動
き
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々

と
し
て
も
要
望
は
し
て
い
る
が
、
な
か
な
か
動
い
て

い
な
い
も
の
の
、
昨
今
の
状
況
を
考
え
た
場
合
、
よ

り
強
力
に
政
府
に
申
し
入
れ
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

長
年
の
懸
案
事
項
で
あ
る
が
、
い
よ
い
よ
こ
の
タ

イ
ミ
ン
グ
に
な
れ
ば
、
こ
こ
は
、
政
治
も
含
め
て
協

力
を
得
な
が
ら
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
２
は
、
交
付
金
交
付
事
業
で
あ
る
。
高
額
医
療

交
付
金
の
交
付
事
業
と
財
政
窮
迫
組
合
に
対
す
る
財

政
支
援
事
業
が
あ
り
、
厳
し
い
中
で
は
あ
る
が
、
高

額
医
療
交
付
金
交
付
事
業
は
、
い
わ
ば
健
保
組
合
に

お
け
る
共
助
の
仕
組
み
と
い
う
こ
と
で
運
用
し
て
い

る
。
昨
今
は
高
額
薬
剤
の
使
用
を
含
め
て
動
き
が
激

し
く
、
残
念
な
が
ら
共
助
の
仕
組
み
の
中
で
は
賄
い

き
れ
て
い
な
い
。

　

令
和
６
年
度
か
ら
は
、
政
府
か
ら
国
庫
補
助
を
１

０
０
億
円
入
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
あ
り

が
た
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
健
保
連
の
試
算
を
み
て

も
残
念
な
が
ら
高
額
の
医
養
費
の
伸
び
は
、
は
る
か

に
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
面
で
は
、
今
年

度
に
国
庫
補
助
を
入
れ
て
い
た
だ
い
た
な
か
で
、
す

ぐ
に
ま
た
次
を
云
々
と
い
う
の
は
、
難
度
は
高
い
か

と
は
思
う
が
、
引
き
続
き
高
額
医
療
交
付
金
交
付
事

業
に
対
す
る
財
政
支
援
の
さ
ら
な
る
拡
充
を
要
望
し

て
い
く
。

　

第
３
は
、
保
険
者
機
能
の
強
化
で
あ
る
。
令
和
５

年
度
の
補
正
予
算
で
は
、
国
家
的
な
施
策
で
あ
る
子

育
て
・
少
子
化
対
策
の
環
境
整
備
と
い
う
こ
と
で
、

９
・
９
億
円
の
補
助
金
を
新
設
し
て
い
た
だ
い
た
。

こ
れ
は
、
健
保
組
合
と
し
て
も
国
の
少
子
化
対
策
に

寄
与
で
き
る
よ
う
、
職
域
に
対
し
て
働
き
か
け
を
す

る
こ
と
で
有
効
に
活
用
し
て
い
き
た
い
。
初
年
度
は

約
10
億
円
、
し
か
も
厚
労
省
に
お
か
れ
て
は
財
務
当

局
と
の
厳
し
い
折
衝
の
な
か
で
勝
ち
取
っ
て
い
た
だ

い
た
も
の
で
あ
り
、
有
効
に
使
っ
て
い
く
た
め
に
、

各
健
保
組
合
の
皆
様
に
は
取
組
み
の
ア
イ
デ
ア
を
出

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
を
健
保
連
で
集
め
て
、

こ
れ
だ
け
の
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
取
組

み
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
補
助
金
を
さ
ら
に
増

や
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
動
き
に
つ
な
げ
て

い
き
た
い
。
厳
し
い
と
は
思
う
が
、
厚
労
省
に
は
、

財
政
当
局
と
の
さ
ら
な
る
折
衝
を
お
願
い
し
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
３
点
を
申
し
上
げ
た
が
、
当
面
の

苦
し
い
状
況
に
対
し
て
、
で
き
る
こ
と
は
や
っ
た
上

で
国
に
対
し
て
は
、
さ
ら
な
る
要
望
を
し
て
い
き
た

い
。

　

少
子
化
対
策
に
お
い
て
は
、「
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
金
」
に
つ
い
て
、
国
会
で
法
案
が
審
議
さ
れ
、

成
立
す
れ
ば
、
実
施
は
２
年
後
の
令
和
８
年
度
か
ら

と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
皆
様
か
ら
も
い
ろ
い

ろ
な
意
見
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
我
々
と
し
て
は
、

あ
く
ま
で
も
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
」
の
収
納

代
行
に
徹
す
る
、
医
療
保
険
料
と
は
別
枠
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
こ

ど
も
家
庭
庁
、
厚
生
労
働
省
に
対
し
て
検
討
を
お
願

い
し
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
特
に
総
合
健
保
組
合
か
ら
の
声

が
強
い
が
、
協
会
け
ん
ぽ
と
の
比
較
が
あ
る
。
協
会

け
ん
ぽ
と
の
間
で
差
が
つ
か
な
い
よ
う
な
形
で
の
対

応
を
ぜ
ひ
と
も
お
願
い
し
た
い
と
い
う
方
向
で
検
討

を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
今
一
つ
お
願
い
し
て
い
る
の

は
、
従
来
か
ら
収
納
代
行
的
な
業
務
に
な
っ
て
い
る

「
介
護
納
付
金
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

の
取
扱
い
も
、
な
ぜ
組
合
会
の
決
議
が
い
る
の
か
、

と
い
う
声
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
負
担
を
外
し
て
ほ

し
い
と
い
う
要
望
も
あ
る
。
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

金
を
別
立
て
と
し
て
国
が
率
を
示
す
の
で
あ
れ
ば
、

介
護
も
同
じ
よ
う
な
方
向
に
で
き
な
い
か
と
お
願
い

し
て
い
る
。

　

こ
ち
ら
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
の
改
正
案

と
は
別
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
ど
も
家
庭
庁
、
厚
労

省
に
も
な
ん
と
か
良
い
方
向
に
で
き
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
、
現
在
、
検
討
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

な
か
な
か
簡
単
な
話
で
は
な
い
が
、
少
し
で
も

我
々
健
保
組
合
の
負
担
を
減
ら
せ
る
方
向
で
鋭
意
折

衝
し
て
い
る
。

　

健
保
連
本
部
と
し
て
は
、
苦
し
い
、
厳
し
い
健
保

組
合
の
置
か
れ
た
状
況
の
な
か
で
、
少
し
で
も
前
に

進
ん
で
い
け
る
よ
う
な
形
の
対
応
を
し
て
い
き
た
い

し
、
皆
様
に
も
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

今
後
と
も
皆
様
と
一
緒
に
頑
張
っ
て
い
き
た
い
。
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保
険
者
に
求
め
ら
れ
る

医
薬
品
給
付
管
理
事
業
と
保
険
者
Ｄ
Ｘ

池
本
多
賀
正
氏
（
講
演
要
旨
）

薬
剤
費
の
効
率
化
が
必
要

　

医
薬
品
が
な
ぜ
今
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の
か
。
日

本
の
国
民
医
療
費
は
ま
も
な
く
50
兆
円
に
近
づ
こ
う

と
し
て
い
る
。
私
見
に
な
る
が
、
政
府
は
毎
年
２
兆

円
増
え
て
い
こ
う
と
す
る
医
療
費
を
な
ん
と
か
１
兆

円
内
に
留
め
よ
う
と
す
る
局
面
に
入
っ
て
く
る
と
予

測
し
て
い
る
。（
近
年
の
平
均
増
加
率
２
・
４
％
×

50
兆
円
＝
１
・
２
兆
円
だ
が
、
増
加
率
も
国
民
医
療

費
も
上
昇
傾
向
に
あ
る
）

　

以
前
は
、
放
っ
て
お
く
と
毎
年
１
兆
円
増
え
て
し

ま
う
も
の
を
５
０
０
０
億
円
に
止
め
ら
れ
な
い
か
と

苦
心
し
て
き
た
が
、
こ
れ
が
近
年
は
２
％
成
長
に
な

っ
て
き
て
お
り
、
つ
い
に
増
加
額
が
１
兆
円
を
は
み

出
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
政
府
だ
け
で
な
く
、
保
険

医
療
に
関
わ
る
関
係
者
の
悩
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
の
医
療
費
（
２
０
２
３
年
度
予
算
ベ
ー
ス
で

国
民
医
療
費
48
兆
円
）
の
費
用
構
造
を
み
る
と
、
人

件
費
が
約
23
兆
円
、
医
薬
品
費
と
医
療
材
料
費
を
合

わ
せ
て
約
13
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。こ
の
13
兆
円
に
つ

い
て
、
毎
年
10
％
程
度
下
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
単

純
計
算
で
は
１
・
３
兆
円
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

逆
に
考
え
る
と
、
こ
こ
の
部
分
の
コ
ス
ト
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
し
な
い
と
、
23
兆
円
の
人
件
費
は
捻
出
で

き
な
い
、
あ
る
い
は
削
ら
な
い
と
い
け
な
く
な
る
と

い
う
の
が
悩
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
10
年
間
で
高
額
の
医
薬
品
が
急
激
に
増
え
て

い
る
。
以
前
な
ら
ば
血
友
病
関
係
の
限
ら
れ
た
医
薬

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

〔特別講演〕

保険者に求められる医薬品給付管理事業と保険者DX
ホワイトヘルスケア㈱代表取締役　池本多賀正 氏

保険者の皆様に知って頂きたいセルフメディケーション
日本薬剤師会常務理事（次期会長）　岩月進 氏

　全総協は３月27日の第117回定例総会終了後、医薬品を取り巻く状況について、日本薬剤師会
常務理事で次期会長の岩月進氏、ホワイトヘルスケア㈱代表取締役の池本多賀正氏による特別講
演を行った。両氏は、今後の医療費適正化で医薬品費のコントロールが求められていることや、
マイナ保険証の活用、セルフメディケーションの必要性について講演した。

品
を
注
意
し
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
が
、
近
年
は
、「
ゾ

ル
ゲ
ン
ス
マ
」
や
「
オ
プ
ジ
ー
ボ
」
等
の
各
種
の
抗

が
ん
剤
な
ど
で
高
額
の
レ
セ
プ
ト
が
増
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
保
険
医
療
財
政
の
な
か
で
、

全
て
の
産
業
界
で
人
件
費
を
上
げ
て
い
く
方
向
と
な

っ
て
お
り
、
医
療
業
界
に
お
け
る
人
件
費
の
部
分
も

引
き
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
実
際
に
医
師
や
薬

剤
師
、
看
護
師
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
も
、
政

府
と
し
て
、
特
に
岸
田
政
権
と
し
て
力
を
入
れ
て
い

る
。
む
し
ろ
、
人
件
費
を
上
げ
て
い
く
な
か
で
、
13

兆
円
の
医
薬
品
費
の
部
分
を
ど
う
や
っ
て
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
の
関
係
で
は
、
保
険
者
の
Ｄ
Ｘ

が
課
題
と
な
る
。
政
府
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
保
険
証

と
し
て
使
う
こ
と
に
本
腰
を
入
れ
て
い
る
。
す
で
に

９
千
万
枚
以
上
を
発
行
し
て
、
政
府
は
進
捗
に
手
ご

た
え
を
感
じ
て
い
る
。
特
に
こ
の
政
策
を
導
入
す
る

時
点
で
は
、
高
齢
者
は
使
っ
て
く
れ
る
の
か
、
ま
た
、

地
方
部
で
は
広
が
り
づ
ら
い
の
で
は
な
い
か
と
心
配

さ
れ
て
い
た
が
、
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、
逆
に
若
者
、

都
市
で
の
普
及
の
ほ
う
が
進
ん
で
い
な
い
。
医
療
機

関
に
行
く
機
会
の
多
い
高
齢
者
や
、
都
市
部
で
は
な

く
、
九
州
な
ど
地
方
部
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
活
用

さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
使
っ
て
い
け
る
と

判
断
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
何
に
使
う
の
か
。

政
府
が
標
榜
し
て
い
る
の
は
、
診
療
や
薬
剤
情
報
で

の
活
用
で
あ
り
、
一
番
役
に
立
つ
の
は
、
実
は
薬
の

情
報
で
あ
る
。
我
々
と
し
て
は
そ
こ
に
注
目
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
例
え
ば
２
０
１

１
年
に
テ
レ
ビ
の
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
デ
ジ
タ
ル
放
送

に
切
り
替
え
ら
れ
、
現
在
で
は
ア
ナ
ロ
グ
放
送
は
完

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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全
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
保
険
証
の
廃
止
は
本
当
か

と
言
わ
れ
る
が
、
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
打
ち
切
ら
れ
た

よ
う
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
健
康
保
険
証
は
今
の
形

態
と
は
少
し
変
わ
っ
て
く
る
も
の
の
、
政
府
は
か
な

り
強
い
覚
悟
で
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
て
き
て
い
る
。

リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
活
用
を

　

保
険
者
の
財
政
に
関
係
す
る
医
薬
品
の
コ
ス
ト
に

つ
い
て
、
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
、
後
発
医
薬
品
、
バ
イ

オ
シ
ミ
ラ
ー
に
つ
い
て
お
話
す
る
。

　

第
一
の
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
と
は
、
３
回
ま
で
使
え

る
「
処
方
箋
の
回
数
券
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
２
回
目
、

３
回
目
は
医
師
の
目
を
通
ら
ず
に
医
薬
品
が
も
ら
え

る
こ
と
に
な
る
。
金
額
の
効
果
に
着
目
す
れ
ば
、
例

え
ば
、
高
血
圧
で
診
療
所
に
月
１
回
通
院
す
る
状
態

で
患
者
負
担
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
、
30
日

ご
と
に
受
診
す
る
と
医
師
へ
の
支
払
い
も
含
め
て
診

療
所
に
１
４
０
０
点
、
薬
局
に
７
６
０
点
が
算
定
さ

れ
る
場
合
、
保
険
者
の
負
担
は
約
１
万
５
１
２
０
円

と
な
る
。
こ
れ
が
、
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
を
出
し
て
も

ら
う
と
保
険
者
の
負
担
は
約
９
１
０
０
円
に
な
る
。

さ
ら
に
医
療
機
関
で
90
日
の
長
期
処
方
が
可
能
で
あ

れ
ば
、
保
険
者
の
負
担
は
約
５
２
５
０
円
と
な
る
。

最
も
安
い
の
は
医
師
に
よ
る
90
日
処
方
で
あ
る
が
、

患
者
に
と
っ
て
最
も
安
全
な
の
は
、
30
日
処
方
と
な

る
。
た
だ
し
、
90

日
処
方
は
、
負
担

は
少
な
い
が
、
医

師
や
薬
剤
師
の
関

与
も
少
な
い
。
リ

フ
ィ
ル
処
方
箋
は
、

薬
剤
師
が
医
師
に

代
わ
っ
て
フ
ォ
ロ
ー
す
る
の
で
、
政
府
が
進
め
て
い

る
と
い
え
る
。
医
師
が
１
回
診
て
、
残
り
は
薬
剤
師

が
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
そ
の
時
の
保
険
者
の
負
担
が
９

１
０
０
円
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
活
用
は
、
医
療
安

全
上
で
の
バ
ラ
ン
ス
も
よ
い
し
、
コ
ス
ト
も
下
が
る
。

リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
は
２
年
前
に
財
務
省
に
よ
っ
て
鳴

り
物
入
り
で
始
ま
っ
た
が
、
こ
の
当
時
は
日
本
全
体

で
４
７
０
億
円
程
度
の
財
政
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
医
療
費
に
対
す
る
適
正

化
効
果
は
、
50
億
円
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い

う
報
道
も
あ
る
。
診
療
所
は
10
万
施
設
、
病
院
は
８

千
施
設
あ
る
な
か
で
、
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
を
出
す
医

療
機
関
は
単
月
約
３
５
０
０
施
設
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
保
険
者
か
ら
す
る
と
、
期
待
し
た
ほ
ど
で
は
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
政
府
は
ど
の
よ
う
な

手
を
打
っ
て
く
る
の
か
。
医
師
か
ら
は
、
リ
フ
ィ
ル

処
方
箋
で
は
健
康
状
態
の
観
察
が
困
難
、
医
療
安
全

が
守
れ
な
い
と
の
指
摘
が
あ
り
、
反
対
す
る
意
見
が

多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
意
見
を
踏
ま
え
て
、
政
府
と

し
て
は
、
医
師
と
並
ん
で
医
薬
品
の
サ
ポ
ー
ト
を
す

る
薬
剤
師
に
し
っ
か
り
と
関
与
し
て
も
ら
お
う
、
あ

る
い
は
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
出
し
方
を
医
師
に
も
考

え
て
い
た
だ
い
て
、
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
出
し
て
も

ら
お
う
と
い
う
施
策
が
進
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
は
、
今
回
の
診
療
報
酬
改
定
で
も
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
を
出
す

こ
と
自
体
で
、
報
酬
と
し
て
医
師
に
報
い
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
生
活
習
慣
病
の
医
学

管
理
料
と
い
う
サ
ポ
ー
ト
機
能
の
報
酬
を
厳
格
化
す

る
一
方
で
、
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
を
し
っ
か
り
と
出
す

医
師
に
は
経
済
的
に
報
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

逆
に
こ
の
よ
う
な
医
学
管
理
を
し
な
い
と
報
酬
を
算

定
で
き
な
い
。

　

こ
う
い
っ
た
医
師
に
対
す
る
施
策
に
加
え
て
、
医

療
保
険
者
側
に
も
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
周
知
・
啓
発

な
ど
が
後
期
高
齢
者
の
支
援
金
の
加
減
算
制
度
に
も

反
映
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

選
定
療
養
を
活
用
、
拡
大
へ

　

後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
施
策
の
積
み
重
ね
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
数

量
ベ
ー
ス
で
80
％
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
き
た
。コ
ロ

ナ
禍
の
２
０
２
０
～
21
年
に
は
、
後
発
品
メ
ー
カ
ー

の
不
祥
事
も
あ
っ
て
、
ド
ミ
ノ
倒
し
的
に
医
薬
品
の

供
給
が
滞
っ
て
お
り
、
保
険
者
に
と
っ
て
は
普
及
に

力
を
入
れ
て
い
る
の
に
薬
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
憤
り
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
し
た
こ
と
で
、
い
ま
市
場
で
は
医
薬
品
は
３

割
程
度
の
不
足
と
な
っ
て
い
る
。
薬
局
に
10
人
が
来

れ
ば
、
１
～
２
人
に
は
薬
が
出
せ
な
い
状
況
で
あ
る

と
い
い
、
臨
床
・
現
場
の
薬
剤
師
も
苦
労
さ
れ
て
い

る
。
実
際
に
は
、
咳
止
め
薬
や
風
邪
薬
と
い
っ
た
、

比
較
的
、
こ
れ
ま
で
求
め
や
す
か
っ
た
薬
が
と
く
に

不
足
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
よ
く
見
る
と

こ
れ
ら
の
成
分
は
、
一
般
の
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
や
薬

局
で
も
買
え
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
と
同
一
成
分
の
も
の

が
数
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

今
後
の
後
発
医
薬
品
の
目
標
と
し
て
は
、
数
量

ベ
ー
ス
の
み
な
ら
ず
、
金
額
ベ
ー
ス
で
65
％
以
上
を

目
指
す
と
い
う
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が

長
期
収
載
品
の
負
担
の
見
直
し
で
あ
る
。
対
象
は
７

０
０
成
分
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
を
対
象
に
、
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こ
れ
ま
で
は
、
特
に
後
発
医
薬
品
が
あ
っ
て
も
患
者

自
身
の
判
断
で
先
発
品
を
使
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ

れ
が
長
期
収
載
品
の
場
合
は
、
患
者
の
個
人
負
担
を

増
や
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
今
年
の
秋
か
ら
導
入

さ
れ
る
。

　

そ
の
際
の
金
額
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
、

例
え
ば
５
０
０
円
の
先
発
薬
は
、
後
発
品
の
場
合
は

２
５
０
円
と
な
り
、
患
者
負
担
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
３

割
の
場
合
、
１
５
０
円
と
75
円
と
な
る
。
こ
れ
が
、

今
年
の
秋
か
ら
は
、
こ
の
先
発
品
を
使
う
場
合
は
、

後
発
品
と
の
価
格
差
に
一
定
の
割
合
で
選
定
療
養
を

入
れ
る
こ
と
で
、
１
５
０
円
は
、
２
０
０
円
と
な
り
、

50
円
の
負
担
増
と
な
る
。

　

今
回
、
こ
の
政
策
は
厚
生
労
働
大
臣
と
財
務
大
臣

の
間
で
合
意
し
た
が
、
こ
の
時
の
議
論
で
は
、
選
定

療
養
の
割
合
を
徐
々
に
増
や
し
て
、
負
担
も
増
え
て

い
く
と
の
財
務
省
の
考
え
に
対
し
て
、
厚
労
省
は
、

選
定
療
養
の
幅
は
４
分
１
程
度
に
し
て
ほ
し
い
と
し

て
合
意
し
た
と
い
う
。
従
っ
て
、
自
己
負
担
の
割
合

は
今
後
も
増
え
て
い
く
と
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
選
定

療
養
の
幅
は
３
分
の
１
、
２
分
の
１
、
さ
ら
に
は
全

部
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
保
険
者
の
負
担
は
減
る

の
一
方
で
、
自
己
負
担
は
増
え
て
い
く
。

　

こ
の
負
担
増
を
本
人
が
負
担
す
る
の
は
重
い
の
で
、

や
は
り
後
発
品
を
使
う
と
い
う
動
機
付
け
に
な
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

な
お
、
バ
イ
オ
シ
ミ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
バ
イ
オ

医
薬
品
の
後
続
品
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
日
本
の

医
薬
品
市
場
で
も
数
多
く
の
バ
イ
オ
医
薬
品
が
使
わ

れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
特
許
が
切
れ
て
い
く
も
の
も

あ
る
。
こ
れ
ら
特
許
切
れ
の
も
の
が
、
バ
イ
オ
シ
ミ

ラ
ー
と
し
て
出
て
来
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
価
格
も

先
行
バ
イ
オ
医
薬
品
の
約
70
％
と
さ
れ
て
い
る
。

健
康
管
理
に
デ
ー
タ
を
活
用

　

医
療
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
発
行
は
、
１
億
枚
に

近
づ
い
て
お
り
、
保
険
証
と
し
て
の
登
録
も
さ
れ
て

い
る
が
、
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
は
、
一
人
ひ
と
り
に
背
番
号
を
付
け
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
使
っ
て
、
電
子
カ
ル
テ
や
、
全
て
の
医

療
機
関
に
あ
る
デ
ー
タ
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
あ
る
。
薬
剤
師
も
わ
れ
わ
れ
自
身
も
、
医
師

も
保
険
者
も
同
じ
デ
ー
タ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。

　

一
人
ひ
と
り
の
デ
ー
タ
を
串
刺
し
に
す
る
こ
と
で
、

医
療
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
何
が

わ
か
る
の
か
。
健
診
情
報
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
簡
単

に
い
う
と
、
薬
を
買
い
す
ぎ
る
人
や
、
飲
み
合
わ
せ

の
悪
い
薬
を
服
用
す
る
な
ど
の
指
導
の
根
拠
に
な
る

デ
ー
タ
を
一
人
ひ
と
り
に
紐
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
量
に
買
っ
て
は
い
け
な
い
、
目
的
に
合
わ
せ
た
薬

を
飲
み
ま
し
ょ
う
、
そ
し
て
、
事
後
的
に
誰
が
薬
を

提
供
し
た
の
か
、
誰
が
受
け
取
っ
た
の
か
が
デ
ー
タ

と
し
て
記
録
に
残
る
。
医
療
安
全
の
為
に
は
、
こ
れ

を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
確
実
に
し
た
い
。
医
薬
品
の
給

付
管
理
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
非
常
に
相
性
が
よ
い
と

い
え
る
。

　

政
府
は
お
そ
ら
く
、
医
薬
品
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
こ

そ
が
今
後
の
財
源
の
レ
バ
ー
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う

と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
健
保
組
合
の
皆
様

に
と
っ
て
は
、
同
じ
コ
ス
ト
で
加
入
者
に
よ
り
よ
い

薬
を
提
供
で
き
れ
ば
、
日
本
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
継

続
で
き
る
。

　

医
療
保
険
者
に
よ
る
、
こ
れ
ま
で
の
適
用
、
給
付

は
、
今
後
は
デ
ジ
タ
ル
で
把
握
す
る
こ
と
と
な
り
、

こ
れ
を
使
っ
て
、
健
康
管
理
に
も
役
立
て
て
い
く
こ

と
と
な
る
。
対
面
販
売
を
前
提
と
し
た
一
般
用
医
薬

品
で
あ
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
を
活
用
し
た
セ
ル
フ
メ
デ

ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
、
加
入
者
に
対
し
て
、

野
放
図
に
医
療
を
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

デ
ー
タ
が
残
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
使
っ
て
、
薬
剤
師

や
医
師
が
患
者
の
支
援
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

ま
さ
に
医
薬
品
給
付
管
理
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
っ

て
、
デ
ー
タ
を
活
用
す
る
と
い
う
政
策
が
進
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

保
険
者
の
皆
様
に
知
っ
て
頂
き
た
い

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

岩
月
進
氏
（
講
演
要
旨
）

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か

　

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
。
Ｗ
Ｈ
О

で
は
、
最
近
は
概
念
を
広
げ
て
「
セ
ル
フ
ケ
ア
」
と

言
っ
て
い
る
。
自
分
で
自
分
の
体
調
に
留
意
を
し
て
、

変
調
が
あ
れ
ば
自
分
で
対
応
す
る
。
そ
れ
で
効
果
が

な
け
れ
ば
、
専
門
職
に
罹
り
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ

と
が
骨
子
で
あ
ろ
う
。
そ
の
道
具
と
し
て
の
医
薬
品

が
一
般
用
医
薬
品
で
あ
る
。

　

医
薬
分
業
は
、

シ
チ
リ
ア
の
王
で

あ
っ
た
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
二
世
が
１
２

４
０
年
に
法
制
化

し
た
と
さ
れ
て
い

る
。「
処
方
権
を

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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持
つ
者
に
薬
は
与
え
な
い
、
販
売
を
さ
せ
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
、
処
方
を
す
る
者
が
薬
を
売
る
と
「
こ

れ
飲
ま
な
い
と
死
ぬ
ぞ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
第

三
者
検
証
は
入
ら
な
い
。
調
剤
を
す
る
薬
剤
師
に
は

処
方
権
を
与
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
処
方

す
る
側
と
調
剤
を
す
る
側
を
分
け
た
の
が
１
２
４
０

年
で
あ
る
と
い
う
。
医
薬
品
の
取
扱
い
は
専
門
性
も

あ
っ
て
、
わ
か
り
に
く
く
、
情
報
の
非
対
称
性
も
あ

っ
て
、
専
門
家
と
い
え
ど
も
二
つ
に
分
け
た
の
で
あ

る
。

　

医
薬
品
と
は
、
例
え
ば
頭
が
痛
く
て
医
師
に
か
か

っ
て
、
な
ん
と
か
し
て
く
れ
、
と
い
う
こ
と
で
、
頭

が
痛
い
こ
と
を
医
師
に
伝
え
れ
ば
、
医
師
と
患
者
は

問
題
の
共
有
、
情
報
の
共
有
が
で
き
る
。
医
師
は
専

門
的
な
知
識
と
経
験
か
ら
、
こ
れ
は
風
邪
か
ら
の
頭

痛
、
こ
れ
は
片
頭
痛
な
ど
と
診
断
を
下
す
。
そ
の
時

点
で
患
者
の
問
題
は
半
ば
解
決
し
て
い
る
。
あ
と
は

薬
、
と
な
る
が
、
そ
の
薬
は
処
方
箋
と
い
う
紙
に
な

っ
て
薬
局
に
行
っ
て
紙
と
薬
を
交
換
す
る
。

　

わ
れ
わ
れ
薬
剤
師
は
、
処
方
箋
に
書
い
て
あ
る
医

薬
品
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
腎
機
能
が
低
下
し
て
い

る
患
者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
量
は
多
い
の
で
は
な
い
か
、

肝
機
能
が
よ
く
な
い
人
に
は
別
の
薬
が
よ
い
の
で
は

な
い
か
、
Ａ
薬
と
Ｂ
薬
は
飲
み
合
わ
せ
が
悪
い
の
で

は
な
い
か
、
等
を
判
断
す
る
。
処
方
箋
を
持
っ
て
き

た
患
者
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
・
問
題
点
は
な
い

が
、
医
師
と
問
題
点
の
共
有
が
で
き
て
満
足
感
が
あ

る
の
で
、
患
者
は
、
薬
局
は
薬
を
出
す
だ
け
で
何
を

や
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
薬
剤
師

は
こ
う
い
う
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
残
念
で

は
あ
る
が
、
薬
剤
師
の
能
力
や
問
題
点
を
解
決
し
て

い
る
と
い
う
評
価
を
い
た
だ
い
て
い
な
い
。

　

本
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
も
そ
う
だ

が
、
何
故
こ
の
薬
が
効
い
て
い
る
の
か
、
に
意
識
が

い
か
ず
に
、
薬
の
商
品
名
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
り

が
ち
と
な
る
。
本
日
は
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
い

う
話
し
を
し
た
い
。

　

医
薬
品
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
医
師
の
処
方
箋
が

な
い
と
使
え
な
い
「
医
療
用
医
薬
品
」
と
、
薬
剤
師

が
対
面
販
売
を
す
る
「
要
指
導
医
薬
品
」、
及
び
「
一

般
用
医
薬
品
」
が
あ
る
。
一
般
用
医
薬
品
に
は
、
第

１
類
、
２
類
、
３
類
が
あ
る
が
、
今
後
、「
一
般
用
医

薬
品
」
は
、
１
～
３
類
で
は
な
く
、「
薬
剤
師
が
販
売

す
る
医
薬
品
」
と
「
薬
剤
師
又
は
登
録
販
売
者
が
販

売
す
る
医
薬
品
」
に
分
け
る
こ
と
を
現
在
検
討
し
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
医
薬
品
の
リ
ス
ク
に
基
づ
い
て
分
け

ら
れ
て
い
る
。
言
い
方
を
変
え
る
と
、
リ
ス
ク
の
高

い
も
の
は
、
薬
剤
師
が
責
任
を
持
っ
て
販
売
を
す
る

し
、
リ
ス
ク
が
低
い
も
の
は
、
薬
剤
師
以
外
の
登
録

販
売
者
も
販
売
で
き
る
。

　

た
か
だ
か
風
邪
薬
、
水
虫
の
薬
な
ど
と
言
わ
れ
る

が
、
医
薬
品
に
は
い
ろ
い
ろ
な
成
分
が
入
っ
て
お
り
、

そ
の
成
分
に
は
相
互
作
用
が
あ
る
の
で
、
薬
剤
師
は

多
く
の
知
識
を
駆
使
し
て
医
薬
品
を
選
択
し
、
販
売

し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

保
険
か
Ｏ
Ｔ
Ｃ
か
の
選
択
を

　

こ
こ
数
年
の
Ｏ
Ｔ
Ｃ
市
場
の
変
化
を
み
る
と
、
Ｇ

７
な
ど
先
進
国
の
な
か
で
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
市
場
が
伸
び

て
い
な
い
の
は
日
本
だ
け
で
あ
る
。
多
く
の
国
で
は

社
会
保
障
費
用
が
ひ
っ
迫
し
て
い
る
の
は
同
じ
で
、

ど
う
や
っ
て
医
療
費
の
抑
制
が
で
き
る
か
を
考
え
る

と
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
重
大
な
病
気
で
は
、
公
的
保
険
制
度

で
患
者
の
負
担
が
少
な
く
て
済
む
が
、
公
的
保
険
制

度
に
お
金
の
制
限
が
あ
る
の
で
、
希
少
疾
患
の
薬
は

自
費
で
、
と
い
う
選
択
肢
は
取
れ
な
い
。
好
き
で
病

気
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
る
と
、
軽
度
な
医

療
は
保
険
を
使
わ
な
い
で
自
分
で
責
任
を
持
っ
て
、

あ
る
い
は
医
師
や
薬
剤
師
の
助
言
を
得
て
自
分
の
体

調
の
変
化
に
応
じ
て
治
療
を
す
れ
ば
、
重
大
な
病
気

の
時
に
は
保
険
が
使
え
る
の
で
は
な
い
か
。
普
段
の

小
さ
な
病
気
、
小
さ
な
症
状
は
自
分
で
ケ
ア
す
る
代

わ
り
に
、
不
幸
に
し
て
大
病
に
な
っ
た
ら
保
険
を
使

っ
て
治
療
を
し
て
も
ら
お
う
、
と
い
う
考
え
方
を
進

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

残
念
な
こ
と
に
学
校
教
育
で
は
医
療
保
険
制
度
を

教
え
て
い
な
い
。
そ
こ
に
問
題
も
あ
っ
て
「
保
険
は

使
わ
な
い
と
損
」
と
い
う
誤
解
、
雰
囲
気
も
あ
る
。

　

教
育
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
Ｏ
Ｔ

Ｃ
医
薬
品
の
使
用
が
あ
る
。
自
分
の
健
康
は
自
分
で

守
る
、
と
い
う
時
に
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
を
使
う
が
、
日

本
で
は
９
０
０
０
億
円
の
市
場
規
模
し
か
な
い
。
そ

れ
だ
け
国
民
皆
保
険
制
度
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う

言
い
方
は
で
き
る
が
、
ど
ち
ら
に
重
き
を
置
く
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
は
、
選
択
の
差
し
変
わ
り
の
時
期
に

来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

長
期
収
載
品
の
費
用
負
担
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

簡
単
に
言
え
ば
、
薬
価
が
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
の

で
長
期
収
載
品
で
製
薬
会
社
は
あ
ま
り
儲
か
っ
て
い

な
い
。
し
か
も
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
も
多
い
の
で
、
こ
れ

ら
を
全
て
保
険
か
ら
外
し
て
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
に
す
れ

ば
、
と
い
う
少
々
乱
暴
な
意
見
も
あ
る
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
こ
れ
に
取
り
組
め
ば
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の
市

場
は
伸
び
て
、
保
険
財
政
に
も
プ
ラ
ス
に
働
く
。
ス

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
は
徐
々
に
増
え
て
お
り
、
薬
剤
師
は

責
任
を
持
っ
て
対
応
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

健
保
連
の
松
本
真
人
理
事
は
、
あ
る
講
演
の
な
か

で
、「
レ
セ
プ
ト
分
析
の
結
果
か
ら
、
処
方
薬
が
Ｏ
Ｔ

Ｃ
類
似
薬
の
み
の
レ
セ
プ
ト
が
あ
り
、
そ
の
１
件
当

た
り
の
医
療
費
は
１
万
３
６
９
４
円
（
処
方
額
１
１

８
２
円
を
含
む
）。
３
割
負
担
の
患
者
で
は
自
己
負

担
額
は
約
４
１
０
０
円
に
な
る
」
と
い
う
。
こ
れ
が

全
て
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
に
な
れ
ば
医
療
に
か
か
る
お
金

は
な
く
な
る
。

　

試
算
に
よ
る
と
、
そ
の
総
額
は
９
１
９
億
円
と
も

言
わ
れ
る
の
で
、
こ
う
い
う
こ
と
も
考
え
な
い
と
、
今

後
、
高
度
な
病
気
に
は
高
額
の
医
薬
品
が
使
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
保
険
の
使
い
分
け
が
必

要
に
な
る
。
そ
の
時
に
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
や
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医

薬
品
を
保
険
外
で
使
う
こ
と
は
有
効
な
材
料
と
な
る
。

費
用
負
担
の
面
で
も
有
効

　

医
療
用
医
薬
品
で
あ
る
が
市
販
で
買
え
る
医
薬
品

が
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
る
。
ま
っ

た
く
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
姿
か
た
ち
、
添
加
物
も

違
う
も
の
の
、
主
成
分
が
同
じ
で
あ
る
。
よ
く
聞
く

こ
と
の
ひ
と
つ
に
「
医
者
か
ら
も
ら
っ
た
薬
は
効
く

が
、
市
販
薬
は
効
か
な
い
」
と
い
う
が
、
成
分
は
ま

っ
た
く
同
じ
で
、
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
は
価
格
が
高
い
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
宣
伝
費
が
乗
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
製

造
過
程
や
市
場
規
模
に
関
連
し
て
い
る
。
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医

薬
品
の
価
格
は
事
実
高
い
が
、
医
療
機
関
に
か
か
っ

て
医
師
に
処
方
を
し
て
も
ら
っ
て
薬
を
入
手
す
る
費

用
全
体
を
考
え
れ
ば
、
決
し
て
高
く
は
な
い
。
し
か

も
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
を
販
売
す
る
際
に
は
薬
剤
師
が
説

明
を
す
る
。
そ
の
際
の
料
金
は
発
生
し
な
い
。
保
険

も
使
わ
れ
ず
タ
ダ
で
あ
る
。

　

そ
の
際
に
薬
剤
師
は
、
膨
大
な
知
識
を
必
要
と
す

る
。
例
え
ば
市
販
さ
れ
て
い
る
鼻
炎
薬
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
。
鼻
炎
薬
に
は
そ
れ

ぞ
れ
に
商
品
名
が
あ
り
、
ど
の
商
品
に
は
ど
の
成
分

が
入
っ
て
い
る
の
か
、
の
一
覧
表
が
あ
り
、
日
本
薬

剤
師
会
が
作
成
し
て
い
る
。
薬
剤
師
は
こ
れ
に
よ
っ

て
、
眠
く
な
る
成
分
が
入
っ
て
い
る
か
等
、
医
薬
品

の
需
要
者
が
必
要
と
し
て
い
る
成
分
を
判
断
し
て
、

説
明
を
し
た
う
え
で
販
売
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
不
幸
に
し
て
副
作
用
が
起
き
て
し
ま
っ
た

場
合
に
お
い
て
も
薬
剤
師
は
紹
介
で
き
る
医
療
機
関

を
持
っ
て
い
る
。
普
段
か
ら
医
療
機
関
と
の
連
携
が

で
き
て
い
る
こ
と
が
薬
局
の
強
み
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
課
題
と
し
て
は
、「
ス
イ
ッ
チ
・

ラ
グ
」
が
あ
る
。
外
国
で
は
す
で
に
Ｏ
Ｔ
Ｃ
と
な
っ

て
薬
局
で
普
通
に
買
え
る
の
に
、
日
本
で
は
ス
イ
ッ

チ
の
認
可
が
下
り
な
い
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
「
レ

ボ
ノ
ル
ゲ
ス
ト
レ
ル
」
と
い
う
成
分
名
の
薬
は
緊
急

避
妊
薬
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
既
に
１
９
９
９

年
に
ス
イ
ッ
チ
化
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
２
０

２
３
年
に
処
方
箋
な
し
試
験
運
用
が
開
始
さ
れ
た
。

薬
局
で
買
っ
た
薬
は
効
か
な
い
、
と
の
懸
念
を
払
拭

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
は
、
そ
れ
ほ

ど
の
費
用
負
担
は
な
く
、
需
要
者
に
届
け
ら
れ
る
。

　

今
後
の
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の
展
開
と
し
て
は
、
例
え

ば
セ
ル
フ
ケ
ア
と
い
っ
た
と
き
に
、
高
血
圧
と
い
う

診
断
名
を
つ
け
る
の
は
医
師
だ
が
、
血
圧
の
高
い
状

態
の
人
が
、
血
圧
の
薬
を
飲
ん
で
、
セ
ル
フ
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
す
る
こ
と
は
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
セ
ル
フ
ケ
ア
の
範
囲
内
で
は
な
い
か
。
ス
イ
ッ

チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
が
進
ん
で
い
な
い
な
か
で
、
一
足
飛
び
に
、

こ
こ
ま
で
行
け
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら

く
将
来
的
に
は
こ
う
い
っ
た
形
で
、
医
師
と
セ
ル
フ

ケ
ア
の
役
割
分
担
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
入
手
し
や
す
く
な
る
今
、
専

門
家
不
遇
の
時
代
と
い
わ
れ
る
。
自
分
の
得
た
経
験

や
知
識
を
需
要
者
に
還
元
し
て
い
く
の
が
専
門
家
で

あ
る
。
Ａ
Ｉ
な
ど
が
普
及
し
て
い
く
と
専
門
家
の
地

位
が
危
う
く
な
る
と
い
わ
れ
る
が
、
対
面
に
よ
っ
て

問
題
点
を
解
決
、
対
応
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
関
し

て
は
心
配
し
て
い
な
い
。
ぜ
ひ
薬
局
の
店
頭
、
ド
ラ

ッ
グ
ス
ト
ア
で
も
よ
い
の
で
、
多
く
の
皆
様
に
ご
相

談
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
。
医
療
保
険
を
使
わ
ず
費

用
は
か
か
ら
な
い
。
被
保
険
者
の
方
々
に
そ
の
よ
う

な
話
も
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
後
と
も
保
険
者
の

皆
様
に
指
導
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
医
薬

品
提
供
体
制
を
作
っ
て
い
き
た
い
。
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資料

項　　 　　　目 令和６年度 令和５年度 増　　　減 増 減 率（%）
組　　合　　数 242 242 0 0.00%

経 常 収 支

経 常 収 入 総 額 3,345,878,977千円 3,169,453,026千円 176,425,951千円 5.57%

経 常 支 出 総 額 3,568,067,496千円 3,391,512,298千円 176,555,198千円 5.21%

経 常 収 支 差 引 額 △ 222,188,519千円 △ 222,059,272千円 △ 129,247千円 0.06%

黒 字 組 合 12 20 △ 8 △ 40.00%

赤 字 組 合 230 222 8 3.60%

適 用 状 況

被 保 険 者 数 6,757,976人 6,638,501人 119,475人 1.80%

平均標準報酬月額
　（１ 人 当 た り） 367,229円 361,174円 6,055円 1.68%

総 標 準 賞 与 額
　（１ 人 当 た り） 859,066円 828,664円 30,402円 3.67%

保 険 料 率 
（一 般 ＋ 調 整）

平 均 保 険 料 率 98.556‰ 98.151‰ 0.405‰ 0.41%

引 上 げ 組 合 26 23 3 13.04%

主 要 
収 支 状 況

保 険 料 収 入 3,321,509,714千円 3,148,725,614千円 172,784,100千円 5.49%

　（１人当たり金額） 491,495円 474,313円 17,182円 3.62%

法 定 給 付 費 1,870,545,842千円 1,758,117,946千円 112,427,896千円 6.39%

　（１人当たり金額） 276,791円 264,837円 11,954円 4.51%

納 付 金 1,436,546,184千円 1,382,348,617千円 54,197,567千円 3.92%

　（１人当たり金額） 212,570円 208,232円 4,338円 2.08%

う ち 前 期 610,062,176千円 587,870,723千円 22,191,453千円 3.77%
（１人当たり金額） 90,273円 88,555円 1,718円 1.94%

う ち 後 期 826,293,036千円 794,363,501千円 31,929,535千円 4.02%
（１人当たり金額） 122,269円 119,660円 2,609円 2.18%

う ち 退 職 7,167千円 11,629千円 △ 4,462千円 △ 38.37%
（１人当たり金額） 1円 2円 △ 1円 △ 50.00%

所 要 財 源 率

法 定 給 付 費 53.23‰ 51.94‰ 1.29‰ 2.48%

納 付 金 40.88‰ 40.84‰ 0.04‰ 0.10%

う ち 前 期 17.36‰ 17.37‰ △ 0.01‰ △ 0.06%

う ち 後 期 23.52‰ 23.47‰ 0.05‰ 0.21%

う ち 退 職 0.00‰ 0.00‰ 0.00‰ ―
法 定 給 付 費
等 に 要 す る 
保 険 料 率

加 重 平 均 94.08‰ 92.79‰ 1.29‰ 1.39%

単 純 平 均 98.57‰ 98.04‰ 0.53‰ 0.54%

実 質 
保 険 料 率

加 重 平 均 100.84‰ 99.57‰ 1.27‰ 1.28%

単 純 平 均 105.64‰ 105.09‰ 0.55‰ 0.52%

義務的経費に占める拠出金負担割合 43.44％ 44.02％ △ 0.58％ △ 1.32%

介 護 
保 険 料 率

平 均 保 険 料 率 17.545‰ 17.691‰ △ 0.146‰ △ 0.83%

引 上 げ 組 合 11 26 △ 15 △ 57.69%

令和６年度 予算概要（中間報告）



― 15 ―

１．保険料率別組合数の推移

保 険 料 率 
（一般＋調整）

組　合　数 割　　　合（%）
令　和
６年度

令　和
５年度

令　和
４年度

令　和
６年度

令　和
５年度

令　和
４年度

1000分の75未満 0 0 0 0.00 0.00 0.00

75以上～ 80未満 0 1 1 0.00 0.41 0.41

80以上～ 85未満 3 2 2 1.24 0.83 0.83

85以上～ 90未満 6 7 8 2.48 2.89 3.31

90以上～ 95未満 29 33 36 11.98 13.64 14.88

95以上～ 100未満 101 99 100 41.74 40.91 41.32

100 44 48 45 18.18 19.83 18.60

100超～ 105未満 34 32 30 14.05 13.22 12.40

105以上～ 110未満 19 15 18 7.85 6.20 7.44 ・最低保険料率 80.000（‰）
110以上 6 5 2 2.48 2.07 0.83 ・最高保険料率 113.000（‰）

合　　　計 242 242 242 100 100 100 ・平均保険料率 98.556（‰）
※ 保険料率引上げ組合数　　26組合

２．拠出金の義務的経費（拠出金＋法定給付費）に占める割合別組合数の推移

義務的経費に 
占める割合

組　合　数 割　　　合（%）
令　和
６年度

令　和
５年度

令　和
４年度

令　和
６年度

令　和
５年度

令　和
４年度

100分の25未満 0 1 0 0.00 0.41 0.00

25以上～ 30未満 2 2 3 0.83 0.83 1.24

30以上～ 35未満 16 7 15 6.61 2.89 6.20

35以上～ 40未満 63 60 61 26.03 24.79 25.21

40以上～ 45未満 116 108 108 47.93 44.63 44.63

45以上～ 50未満 41 52 49 16.94 21.49 20.25

50以上～ 55未満 4 12 6 1.65 4.96 2.48

55以上 0 0 0 0.00 0.00 0.00

合　　　計 242 242 242 100 100 100

３．介護保険料率別組合数の推移

保 険 料 率
（一般＋調整）

組　合　数 割　　　合（%）
令　和
６年度

令　和
５年度

令　和
４年度

令　和
６年度

令　和
５年度

令　和
４年度

1000分の15未満 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15以上～ 16未満 3 0 0 0.00 0.00 0.00
16以上～ 17未満 38 0 0 0.00 0.00 0.00
17以上～ 18未満 91 2 2 37.60 0.83 0.83
18以上～ 19未満 90 110 119 37.19 49.17 49.17
19以上～ 20未満 15 125 115 6.20 47.52 47.52 ・最低保険料率 15.000（‰）

20以上 5 5 6 2.07 2.48 2.48 ・最高保険料率 20.000（‰）
合　　　計 242 242 242 100 100 100 ・平均保険料率 17.545（‰）

※ 保険料率引上げ組合数　　11組合

〈資料・令和６年度予算概要（中間報告）〉
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29年度決算
（2017決算）

30年度決算
（2018決算）

令和元年度決算
（2019決算）

令和２年度決算
（2020決算）

令和３年度
（2021決算）

令和４年度
（2022決算）

令和５年度予算
（2023予算）

令和６年度予算
（2024予算中間報告）

令和６予算と
令和５予算の差

246 244 243 242 242 242 242 242 0 組合数
6,679,314 6,270,843 6,394,443 6,461,482 6,489,634 6,572,814 6,638,501 6,757,976 119,475 被保険者数（人）
4,396,788 4,221,490 4,168,993 4,096,673 4,025,279 3,945,441 3,946,805 3,858,508 △ 88,297 被扶養者数（人）

0.66 0.68 0.65 0.64 0.63 0.60 0.59 0.57 △ 0.02 扶養率（人）
341,951 352,318 354,855 353,744 355,348 360,710 361,174 367,229 6,055 平均標準報酬月額（円）
775,149 838,292 838,144 798,102 848,503 884,870 828,664 859,066 30,402 平均標準賞与額（円）

4,878,561 5,066,108 5,096,404 5,043,030 5,112,679 5,213,390 5,162,752 5,265,814 103,062 1人当たり年報酬総額（円） 
97.531‰ 97.674‰ 97.713‰ 97.751‰ 97.777‰ 97.897‰ 98.151‰ 98.556‰ 0.405‰ 平均保険料率

1人当たり経常収入（円） 
447,609 463,456 466,148 460,327 467,478 476,599 474,510 491,697 17,187 健康保険収入
447,416 463,266 465,953 460,133 467,284 476,406 474,313 491,495 17,182 保   険   料

193 190 195 194 194 193 197 202 5 国庫負担金 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 そ   の   他

262 359 330 324 365 358 571 653 82 退職積立金繰入
0 1 2 0 1 2 3 2 △ 1 保証金積立金繰入

97 101 92 86 96 90 119 113 △ 6 特定健診・保健指導補助金
233 259 268 251 279 273 284 307 23 特定健診等事業収入
98 95 88 73 71 70 71 71 0 病院診療所収入

0 245 245 出産育児交付金
2,024 2,213 2,216 1,655 1,824 1,957 1,878 2,012 134 雑収入

450,324 466,484 469,143 462,716 470,114 479,349 477,435 495,101 17,666 経常収入計

1人当たり経常支出（円） 
5,943 6,357 6,335 6,170 6,175 6,285 7,448 7,796 348 事務費

221,408 228,522 232,196 220,473 240,422 252,849 268,161 280,384 12,223 保険給付費
218,843 225,714 229,360 217,712 237,549 249,789 264,837 276,791 11,954 法 定 給 付 費

2,564 2,808 2,837 2,761 2,873 3,061 3,324 3,593 269 付 加 給 付 費
196,699 195,576 196,533 200,881 205,571 205,571 208,232 212,570 4,338 納付金
92,973 91,384 88,628 91,337 96,119 84,990 88,555 90,273 1,718 前期高齢者納付金
98,037 103,054 107,853 109,529 109,407 106,070 119,660 122,269 2,609 後期高齢者支援金

1 1 1 1 0 0 0 0 0 病床転換支援金
0 24 32 8 40 23 15 25 10 日  雇  拠  出  金

5,687 1,113 20 6 4 3 2 1 △ 1 退職者給付拠出金
0 2 2 流行初期医療確保拠出金
0 1 1 出産育児関係事務費拠出金

1 ― ― ― ― ― ― ― ― 老人保健拠出金
19,119 20,561 21,312 20,232 21,526 21,493 25,547 25,738 191 保健事業費
1,393 1,479 1,407 1,341 1,408 1,250 1,497 1,491 △ 6 その他

444,561 452,494 457,784 449,097 475,103 472,963 510,885 527,979 17,094 経常支出計
5,763 13,990 11,359 13,619 △ 4,989 6,386 △ 33,450 △ 32,878 572 経常収支差引額

決算（経常収支）
144 177 153 156 97 137 20 12 △ 8  黒字組合数

65,848,182 100,225,012 91,894,656 110,378,386 41,462,742 84,513,243 4,671,463 1,190,114 △3,481,349 黒字額合計（千円）
102 67 90 86 145 105 222 230 8  赤字組合数

△ 27,358,392 △ 12,500,226 △ 19,254,916 △ 22,381,781 △ 73,840,760 △ 42,537,288 △ 226,730,735 △ 223,378,633 3,352,102 赤字額合計（千円）
38,489,790 87,724,786 72,639,740 87,996,605 △ 32,378,018 41,975,955 △ 222,059,272 △ 222,188,519 △129,247 経常差引額合計（千円）

97.531‰ 97.674‰ 97.713‰ 97.751‰ 97.777‰ 97.897‰ 98.151‰ 98.556‰ 0.405‰ 平均保険料率（単純）
111.140‰ 110.950‰ 111.160‰ 111.180‰ 111.050‰ 110.960‰ 113.000‰ 113.000‰ 0.000‰ 　　最高料率
74.000‰ 78.000‰ 80.000‰ 80.000‰ 76.000‰ 76.000‰ 76.000‰ 80.000‰ 4.000‰ 　　最低料率

35 27 19 12 18 22 23 26 3 保険料率引上げ組合数
4.819‰ 3.454‰ 2.287‰ 1.917‰ 2.045‰ 2.208‰ 3.266‰ 3.855‰ 0.589‰ 平均引上げ料率

19 24 18 17 12 12 10 8 △ 2 保険料率引下げ組合数
△ 1.609‰ △ 2.077‰ △ 1.287‰ △ 0.786‰ △ 1.634‰ △ 1.805‰ △ 1.361‰ △ 0.285‰ 1.076‰ 平均引下げ料率

97 95 93 94 94 95 100 103 3 協会けんぽ料率以上の組合数
100.00‰ 100.00‰ 100.00‰ 100.00‰ 100.00‰ 100.00‰ 100.00‰ 100.00‰ 0.00‰ （協会けんぽ料率）

95.24‰ 93.67‰ 94.79‰ 94.56‰ 98.51‰ 96.13‰ 105.09‰ 105.64‰ 0.55‰ 実質保険料率
85 94 113 112 132 125 200 218 18 協会収支均衡料率以上の組合数

97.2‰ 95.0‰ 94.6‰ 94.5‰ 97.0‰ 95.4‰ 97.8‰ 97.0‰ △ 0.8‰ （協会けんぽ収支均衡料率）

〈介護保険〉
4,314,232 4,115,857 4,201,093 4,253,736 4,292,829 4,357,826 4,352,963 4,431,671 78,708 2号被保険者数（人） 
3,319,943 3,151,155 3,241,802 3,304,629 3,357,521 3,439,476 3,487,003 3,558,458 71,455 2号被保険者たる被保険者数（人） 

391,320 404,286 406,167 404,481 404,901 408,979 408,785 413,745 4,960 平均標準報酬月額（円） 
925,861 1,001,643 999,439 949,785 1,001,579 1,042,887 938,443 949,864 11,421 平均標準賞与額（円） 

16.020‰ 16.297‰ 16.547‰ 16.999‰ 17.609‰ 17.656‰ 17.691‰ 17.545‰ △ 0.146‰ 平均保険料率
92 167 50 51 114 227 40 239 199 協会けんぽ料率以上の組合数

16.50‰ 15.70‰ 17.30‰ 17.90‰ 18.00‰ 16.40‰ 18.20‰ 16.00‰ △ 2.20‰ （協会けんぽ料率）

４年度決算／令和５年度・令和６年度予算 ＞
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20年度決算
（2008決算）

21年度決算
（2009決算）

22年度決算
（2010決算）

23年度決算
（2011決算）

24年度決算
（2012決算）

25年度決算
（2013決算）

26年度決算
（2014決算）

27年度決算
（2015決算）

28年度決算
（2016決算）

組合数 266 263 261 254 252 247 247 244 247
被保険者数（人） 6,299,551 6,156,737 6,092,332 5,948,093 6,024,589 6,059,537 6,179,668 6,224,002 6,488,534
被扶養者数（人） 4,686,750 4,631,858 4,638,485 4,538,211 4,546,550 4,523,724 4,473,603 4,428,140 4,455,213
扶養率（人） 0.76 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75 0.73 0.71 0.68
平均標準報酬月額（円） 340,563 336,449 334,504 336,146 336,844 338,599 340,351 341,998 342,439
平均標準賞与額（円） 760,491 659,307 690,832 707,141 711,539 722,774 746,801 760,974 764,425
1人当たり年報酬総額（円） 4,847,247 4,696,695 4,704,880 4,740,893 4,753,667 4,785,962 4,831,013 4,864,950 4,873,693
平均保険料率 80.819‰ 81.140‰ 84.204‰ 87.795‰ 91.932‰ 94.494‰ 95.733‰ 96.580‰ 97.032‰
1人当たり経常収入（円） 
健康保険収入 358,587 350,308 368,338 394,822 415,717 429,026 435,600 440,151 442,371

保   険   料 358,198 349,976 368,019 394,522 415,426 428,758 435,340 439,926 442,175
国庫負担金 388 332 318 299 290 267 260 225 196
そ   の   他 1 0 0 1 2 1 1 1 1

退職積立金繰入 565 406 537 400 429 373 459 299 366
保証金積立金繰入 ― ― ― ― ― 0 0 0 0
特定健診・保健指導補助金 64 102 128 125 128 130 127 100 94
特定健診等事業収入 166 207 203 216 219 222 227 226 242
病院診療所収入 684 680 223 157 153 154 150 116 104
出産育児交付金
雑収入等 4,111 6,645 3,219 2,823 2,579 2,419 2,360 2,285 2,223

経常収入計 364,177 358,347 372,665 398,562 419,225 432,325 438,923 443,178 445,401

1人当たり経常支出（円） 
事務費 7,247 6,958 6,833 6,722 6,548 6,409 6,402 6,156 6,121
保険給付費 189,977 197,563 205,992 211,648 214,513 215,693 217,958 223,255 221,648

法 定 給 付 費 186,754 194,313 202,825 208,539 211,516 212,817 215,126 220,512 219,013
付 加 給 付 費 3,223 3,250 3,166 3,109 2,997 2,877 2,832 2,743 2,635

納付金 159,473 162,486 163,279 175,039 189,450 199,820 197,069 194,001 189,084
前期高齢者納付金 57,859 67,364 72,089 76,164 82,115 87,598 86,773 89,612 89,807
後期高齢者支援金 63,136 74,051 77,399 81,516 87,187 91,615 92,546 94,430 93,097
病床転換支援金 41 60 0 0 0 0 0 0 1
日  雇  拠  出  金 48 0 0 0 10 0 0 0 0
退職者給付拠出金 28,749 17,843 12,850 17,300 20,129 20,604 17,748 9,956 6,177

流行初期医療確保拠出金
出産育児関係事務費拠出金

老人保健拠出金 9,640 3,169 941 59 10 3 2 2 2
保健事業費 19,209 19,603 18,496 18,303 18,015 18,330 18,866 19,162 19,250
その他 2,273 2,407 2,086 1,805 1,797 1,546 1,456 1,471 1,343

経常支出計 378,178 389,018 396,685 413,516 430,322 441,798 441,751 444,045 437,447
経常収支差引額 △ 14,001 △ 30,671 △ 24,020 △ 14,954 △ 11,097 △ 9,473 △ 2,828 △ 867 7,954

決算（経常収支）
 黒字組合数 65 32 47 41 56 55 90 108 141

黒字額合計（千円） 23,397,155 10,604,890 15,517,938 32,652,935 38,090,932 28,642,631 45,495,626 47,582,565 87,351,908
 赤字組合数 201 231 214 213 196 192 157 136 106

赤字額合計（千円） △ 111,597,998 △ 199,433,634 △ 161,861,014 △ 121,600,652 △ 104,949,238 △ 86,043,088 △ 62,975,807 △ 52,982,889 △ 35,740,131
経常差引額合計（千円） △ 88,200,843 △ 188,828,744 △ 146,343,076 △ 88,947,717 △ 66,858,306 △ 57,400,457 △ 17,480,181 △ 5,400,324 51,611,777

平均保険料率（単純） 80.819‰ 81.140‰ 84.204‰ 87.795‰ 91.932‰ 94.494‰ 95.733‰ 96.580‰ 97.032‰
　　最高料率 96.200‰ 96.200‰ 100.000‰ 102.000‰ 107.400‰ 111.210‰ 112.660‰ 112.540‰ 112.550‰
　　最低料率 56.000‰ 62.000‰ 62.000‰ 63.000‰ 68.000‰ 68.000‰ 68.000‰ 74.000‰ 74.000‰
保険料率引上げ組合数 32 31 93 122 163 128 66 48 35
平均引上げ料率 6.015‰ 4.203‰ 8.672‰ 7.296‰ 6.295‰ 5.143‰ 4.660‰ 4.950‰ 3.796‰
保険料率引下げ組合数 9 7 1 1 1 1 5 8 12
平均引下げ料率 △ 2.667‰ △ 3.016‰ △ 4.000‰ △ 1.000‰ △ 0.090‰ △ 0.090‰ △ 0.260‰ △ 1.435‰ △ 1.368‰
協会けんぽ料率以上の組合数 129 133 25 34 20 70 88 91 97

（協会けんぽ料率） 82.00‰ 82.00‰ 93.40‰ 95.00‰ 100.00‰ 100.00‰ 100.00‰ 100.00‰ 100.00‰
実質保険料率 84.09‰ 88.33‰ 89.90‰ 92.41‰ 96.50‰ 98.61‰ 97.71‰ 96.62‰ 94.89‰
協会収支均衡料率以上の組合数 96 84 102 109

（協会けんぽ収支均衡料率） 100.7‰ 100.8‰ 97.4‰ 95.2‰

〈介護保険〉
2号被保険者数（人） 3,596,128 3,599,255 3,631,230 3,630,956 3,733,953 3,813,603 3,935,292 3,994,762 4,180,911
2号被保険者たる被保険者数（人） 2,574,379 2,581,710 2,619,238 2,628,225 2,724,532 2,804,492 2,920,067 2,994,087 3,174,814
平均標準報酬月額（円） 407,552 399,789 394,284 394,592 393,189 392,879 392,985 393,773 393,342
平均標準賞与額（円） 953,535 810,600 842,087 857,621 862,472 876,480 908,126 914,767 916,173
平均保険料率 11.849‰ 11.843‰ 13.115‰ 13.950‰ 14.600‰ 14.902‰ 15.561‰ 15.633‰ 15.701‰
協会けんぽ料率以上の組合数 158 133 58 60 78 87 45 110 119

（協会けんぽ料率） 11.30‰ 11.90‰ 15.00‰ 15.10‰ 15.50‰ 15.50‰ 17.20‰ 15.80‰ 15.80‰

＜ 全総協データ　平成20年度～令和

〈資料・令和６年度予算概要（中間報告）〉
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〈資料・令和６年度予算概要（中間報告）〉

令和６年度 健康保険組合予算編成に関する要望
事項に対する回答（修正）－令和６年３月４日－

Ⅰ 重点要望事項・新規要望事項

【回答（修正）】
　ご指摘の点については、平成27年の法改正で導入されたものであるが、直近12か月にご
負担いただいた保険料との見合いで傷病手当金の日額を計算するものであり、特段見直し
の必要はないものと考えている。
　取扱いとしては、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部
を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するＱ＆Ａの送付に
ついて」（平成27年12月18日事務連絡）の問13の回答に準じて行っていただくこととなる。

６．傷病手当金の支給日額が、支給開始日の属する月以前の継続した12か月の標準報
酬月額を基に算定するよう見直されましたが、これにより、定年後再雇用者などは
現状の報酬、日額と大きな差が生じている事例が見受けられます。大きな差が生じ
ない日額の決め方について検討していただきたい。（継続）

＜お知らせ＞
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あ
り
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
も
つ
な
が
る
の
で
、

今
後
と
も
連
携
を
密
に
し
て
適
切
に
対
応
し
て
い
き
た

い
」
と
述
べ
た
。

　

続
い
て
支
払
基
金
の
芝
真
理
子
経
営
企
画
部
長
が
挨

拶
し
た
。
令
和
４
年
10
月
に
組
織
を
見
直
し
、
５
年
度

は
本
格
稼
働
を
掲
げ
、
６
年
度
は
、
そ
の
安
定
稼
働
が

目
標
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
「
特
に
６
年
度
は
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
の
原
則
化
や
、
訪
問
看
護
レ
セ
の
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
も
開
始
さ
れ
、
再
審
査
請
求
の
増
大
に
も
対
応

し
た
い
。
支
払
基
金
と
し
て
も
し
っ
か
り
と
役
割
を
果

た
し
て
い
く
の
で
、
引
き
続
き
ご
協
力
を
い
た
だ
き
た

い
」
と
述
べ
た
。

　

議
事
で
は
、
全
総
協
が
提
出
し
て
い
た
「
要
望
事
項
」

に
つ
い
て
、
文
書
で
示
さ
れ
た
回
答
を
も
と
に
意
見
交

換
を
行
っ
た
。
ま
た
、
支
払
基
金
が
令
和
６
事
業
年
度

事
業
計
画
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　

最
後
に
、
全
総
協
の
後
藤
利
美
専
務
理
事
が
挨
拶
し
、

「
全
国
の
声
を
集
め
て
要
望
事
項
を
提
出
し
た
が
、
支

払
基
金
も
健
保
組
合
も
非
常
に
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
、
い

ろ
い
ろ
な
対
策
・
制
度
改
正
が
求
め
ら
れ
、
し
か
も
財

政
は
厳
し
く
、
基
幹
業
務
で
あ
る
診
療
報
酬
の
取
扱
い

は
骨
身
に
染
み
て
大
切
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
支
払

基
金
の
体
制
も
新
し
く
な
り
、
私
ど
も
も
支
援
さ
せ
て

い
た
だ
く
し
、
よ
り
よ
い
シ
ス
テ
ム
に
な
る
よ
う
に
声

を
届
け
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

全
総
協
・
支
払
基
金 

打
合
せ
会

支
払
基
金
が
全
総
協
の
要
望
事
項
に
回
答

　

全
国
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
の
医
療
制
度
等
対

策
委
員
会
（
委
員
長
＝
君
塚
辰
夫
東
京
不
動
産
業
健
保

組
合
常
務
理
事
）
は
３
月
11
日
、
東
京
都
新
宿
区
四
谷

の
東
貨
健
保
会
館
会
議
室
で
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
本
部
と
の
打
合
せ
会
を
行
っ
た
。

　

全
総
協
が
令
和
５
年
12
月
26
日
に
提
出
し
て
い
た

「
令
和
５
年
度
社
会
保
険
診
療
報
酬
の
審
査
支
払
等
に

関
す
る
要
望
事
項
」
に
つ
い
て
、
支
払
基
金
が
文
書
で

回
答
（
20
～
30
頁
）
を
示
し
て
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

冒
頭
、
君
塚
委
員
長
が
挨
拶
し
、「
日
本
経
済
は
株

高
、
金
利
上
昇
で
、
デ
フ
レ
の
終
わ
り
が
見
え
て
き
た

が
、
我
々
総
合
健
保
に
は
明
る
い
兆
し
は
見
え
て
い
な

い
。
２
０
２
５
年
問
題
や
拠
出
金
の
増
加
が
見
込
ま
れ
、

少
子
化
対
策
へ
の
支
援

金
の
動
向
、
コ
ロ
ナ
は

５
類
に
な
っ
て
も
医
療

費
の
伸
び
が
続
い
て
お

り
、
厳
し
い
状
況
が
続

い
て
い
る
。
支
払
基
金

で
は
、
６
年
度
は
新
体

制
の
安
定
稼
働
を
目
指

す
と
伺
っ
て
い
る
が
、

そ
の
取
組
み
は
医
療
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▽
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▽
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（
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総
協
・
事
務
局
長
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「令和５年度社会保険診療報酬の審査支払等に関する要望事項」に対する回答

（令和６年３月11日）
総　　括
１ ．新システム稼働後の状況を踏まえ、より一層の事務効率化と医療費の適正化に向けて、これまでに提出し

た要望事項を十分に反映しながら、工程表等の着実な実施に向けて取り組んでいただくよう要望します。  
（継続）

【回答】
○ 昨年度、新生支払基金の本格稼働とその基盤充実という方針の下に、審査結果の不合理な差異解消に向けた取

組を推進し、本部と地方組織が一体となってブロック幹部会議等において進捗管理を確実に実施した結果、審
査実績の格段の向上という成果をあげてきたところであります。

　 　令和６年度は、様々な状況変化にも耐え、継続的に審査実績の向上や審査結果の不合理な差異解消に係る取
組を着実に推進できるよう、本格稼働した新組織を安定稼働に移行させていきます。

　≪安定稼働の基盤の整備≫
　・ 中期的に安定した財政運営を行うため、突発的リスクに対応する新たな積立預金を設置するとともに、決算

剰余金を一定程度平準化して保険者に還元することとします。
　・持続可能な人事戦略として、安定的な新規採用と60歳代前半の雇用拡大を検討します。
　・ 職員の仕事に対する希望・能力・適性を最大限に尊重した働きがいのある職場環境づくりを目指し、キャリ

アパスの導入や人事評価制度の見直しを行います。
　≪審査実績の更なる向上と再審査事務の抜本的見直しの検討≫
　・ 審査事務の数値目標と行動計画の策定及び確実な実行により、継続的に審査実績の向上に向けて取り組むと

ともに、審査結果の不合理な差異解消を着実に推進します。
　・紙レセプトの減少を踏まえ、オンライン請求への移行を積極的に推進します。
　・ 再審査申出件数の増加に伴う対応として、再審査事務の効率化を踏まえた見直しと再審査システムの改善を

検討します。
○今後も、これまでにいただいた要望も踏まえながら、着実に取組を進めていきます。

２ ．審査事務集約後においても、地域間審査差異の解消に努めるとともに、引き続きWGで検討した結果をホー
ムページ等により公表するよう要望します。（継続）

【回答】
○ 令和５年１月から、職員の出身都道府県と出身都道府県以外のレセプトを一部交換することによる複数都道

府県のレセプト審査事務を開始しており、当該審査事務で把握した都道府県間の審査結果の不合理な差異事
例等を診療科別WGで検討し、ブロック内での審査基準の統一を図ることで、ブロック内の差異の解消に努め
ています。

○ 併せて、各ブロックの診療科別WGにおける検討状況については、本部において的確に把握・管理するととも
に、本部とブロックが連携の上、検討予定事例や検討結果を全ブロックで共有し、ブロック間での差異発生の
防止に努めています。

○ また、ブロックで統一した審査基準については、本部検討会における検討を通じ全国統一を図るとともに、全
国統一が図られ、関係団体との調整を了したものについては、審査の透明性を高めるため、従前どおり、支払
基金ホームページに掲載し公表することとします。
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３ ．コンピュータチェック項目の公開は進んでおりますが、未公開部分についても更なる公開を要望します。
　　また、査定の多い事例や査定額の高い事例など、審査情報提供事例の更なる充実を要望します。（継続）

【回答】
○ 引き続き、公開事例の拡大について、関係者の合意を得ながら、公開していないコンピュータチェックルール

についても公開を進めていくこととします。　　　 （参考）コンピュータチェックルール公開状況

令和４年10月 令和５年４月 令和５年10月
110,195 133,978 163,093

４ ．レセプト電子化に対応した傷病名コードの統一については、厚生労働省の「傷病名の統一について（事務
連絡）」が確実に実施されるよう保険医療機関への指導を要望します。（継続）

【回答】
○ 令和４年11月より支払基金ホームページにおいて、傷病名コードの統一の更なる推進に向けて関係者へ働き

かけを行っております。
○ また、医療機関ベンダーへの働きかけとして、外部団体JAHIS（保健医療福祉情報システム工業会）に対して、

JAHIS会員へ周知を依頼しております。
〇 未コード化傷病名コードの使用が多い保険医療機関については、定期的に医療機関へ改善要請を行うことと

しています。

５ ．審査支払手数料については、「手数料の階層化」を進めるとともに、コスト意識を持って、一層の効率化・
合理化に努め、審査支払手数料の更なる引下げを要望します。（継続）

【回答】
○ 令和５年度から実施した二階層化の実績及び職員・審査委員が確認するレセプトの割合10％の移行状況等につ

いての確認と合わせて、令和６年度にはレセプトのオンライン請求が原則義務化されますので紙レセプトの
減少による業務の対応や帳票電子化による紙帳票の廃止に伴う業務の見直しを行い、業務の効率化・合理化に
努めます。

○ 一方、再審査請求件数が大きく増加しており、処理コストに応じた手数料の負担の観点から、再審査に係るコ
スト負担の在り方も含めて階層化の検討を進めてまいります。

〇 また、令和６年度には６月療養分から訪問看護レセプトのオンライン請求が始まりますが、原則義務化は12月
とされており、さらに一定の基準でオンライン請求の猶予も設けられていることからも、令和６年度中はオン
ライン請求の参加状況を見つつ、電子化による処理コストを踏まえて、令和７年度からの手数料設定に向けて
検討を進めてまいります。

○また、引き続き業務の効率化によるコスト低減を図ってまいります。

６ ．レセプトデータ提供料については、今後の機器構成の見直しや経費縮減を行い、引き続き本事業に係る経
費の縮減に努めていただき、利用料の引下げを要望します。（継続）

【回答】
○ レセプト電子データ提供事業については、電子レセプトが普及する過程において電子と紙が混在し保険者業

務が輻輳する中で、保険者ニーズに応えるため開始した事業であり、平成21年11月の請求省令の改正以降、現
在までに若干の紙レセプトが残存しておりますが、電子レセプトの普及（電子化率：令和５年11月診療分
99.4％）がほぼ完了している状況です。

〇 このような状況下における事業に当たっては、引き続き経費縮減に努めてまいりますが、当該事業を利用しな
い保険者との公平性の観点から、審査支払手数料に影響を与えないよう、当該事業の収支均衡を図るための利
用料水準を維持していく必要があることについてご理解願います。
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７ ．オンライン資格確認について、原則義務化により多くの保険医療機関等に導入されているものの、マイナ
ンバーカードによる受診が低調です。令和６年秋の保険証廃止を見据え、支払基金においても、マイナン
バーカードによる受診を働きかけていただくよう要望します。（継続・一部変更）

【回答】
○ マイナ保険証は医療DXの前提となる仕組みであり、国においてもその利用促進は、地域の医療機関間の情報

連携が進むなど、質の高い効率的な医療の提供につながることから、医療提供体制の整備や医療費の適正化に
関する取組を進めるにあたって重要な課題と位置付けられており、今般、厚生労働省からマイナ保険証の利用
促進に向けた取組方針が示されたところです。

○ 支払基金においても、その方針に基づき、医療現場においてマイナ保険証の利用勧奨に取り組んでいただくた
めのインセンティブとなる、マイナ保険証の利用率の増加に応じた支援として、医療機関等のマイナ保険証の
利用件数や利用率の把握、各医療機関等への通知、支援額の決定・支払等の事業を行います。

○ また、各医療保険者におかれてもマイナ保険証の利用率向上の取組を進めていただけるように、目標の設定を
お願いするとともに、各保険者のマイナ保険証の利用件数や利用率などを定期的に提供してまいります。

８ ．「保険者との打合せ会等においても、47都道府県に設置する審査委員会事務局を窓口として、従来と同様
の対応をさせていただきます」との回答をいただいておりますが、引き続き十分な連携と更なるサービスの
向上が図られるよう、定員の確保等を要望します。（継続・一部変更）

【回答】
○ 保険者との打合せ会等においては、審査事務センターと審査委員会事務局が連携し、照会された内容等に対し

て回答等を作成する体制を維持し、引き続き十分な連携と更なるサービスの向上が図られるよう、業務量に応
じた適切な定員確保や業務効率化を推し進めてまいります。

９ ．支払基金の業務効率化、高度化により審査の質を向上させるとともに、保険者のメリットが実感できるよ
う、コスト削減の効果を検証し、定期的に公開していただくよう要望します。

　 　また、コスト削減目標と具体的な削減結果について、評価基準等を明確にし、保険者に対するアカウンタ
ビリティを果たしていただくよう要望します。（新規）

【回答】
○ 支払基金では令和２年３月31日に公表した「審査事務集約化計画工程表」に係る改革の進捗状況について３か

月ごとに理事会で報告の上、記者会見資料としてホームページで情報を公開しています。
〇 また、当該工程表で示した費用削減の状況については、令和６年度の予算編成時点での見込において、工程表

策定時に見込むことができなかった費用を除き概ね達成できており、令和５年11月20日の健康保険組合連合
会審査支払対策委員会にて報告しております。

～審査事務集約化計画工程表 抜粋～
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～令和５年11月20日　健康保険組合連合会審査支払対策委員会資料 抜粋～

再審査関係
１ ．再審査請求において「原審どおり」とされたものが、再々審査では容認される事例がいまだにあるので、

再審査請求時における適正な審査に努め、絶無を目指して取り組んでいただくよう要望します。（継続）

【回答】
○ 再審査処理においては、原審査時に請求どおりと判断された診療行為等が再審査請求された場合は、原審査と

異なる審査委員が審査を実施しています。
　 　結果、見解が分かれた場合においては、審査委員会において取扱いを協議することにより差異解消を図り適

正な審査に努めております。
○ ご指摘の再々審査査定事例については、当該査定の発生要因を確認し、その結果を審査委員会及び職員に

フィードバックするとともに、再審査結果の確認を徹底することで再々審査査定の発生防止に努めていると
ころです。

○ 直近の令和５年11月の再審査における原審どおり1,000件当たりの再々審査の査定件数は9.0件という状況です。
引き続き、再々審査の査定状況を注視しつつ絶無を目指し更なる減少に努めます。

２ ．同一人が長期に慢性的受診しているケースで、毎月、原審査にて査定後、保険医療機関からの再審査によ
り査定分が順次復点になっているものがいまだに見受けられるので、保険医療機関の指導を徹底したうえ
で、毅然とした審査を要望します。

　　また、復点となったときは、必ず復点理由のコメントを記載するよう要望します。（継続）

【回答】
○ 保険医療機関からの再審査により復点となる場合は、保険医療機関からの原審査請求時にはなかった詳細な

説明等が再審査請求時になされ、審査委員会において妥当・適切と判断した場合に限られていますが、同様の
査定が続くような場合、保険医療機関に対して文書連絡を送付し、より詳細な情報等をレセプトに記載するよ
う求めているところです。引き続き、適正なレセプト提出を促進する観点から、保険医療機関に対する改善要
請を求めてまいります。

○ また、復点となる事例については、保険医療機関からの再審査において提出された症状詳記、添付資料等の内
容を記載するなど、引き続き、具体的かつ丁寧な審査結果理由欄への記載に努めてまいります。
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３ ．再審査請求及び再々審査請求の結果については、理由を具体的に記載するよう指示しているとのことです
が、いまだ審査事務センター・分室（旧支部）によっては定型文であるなど徹底されていないので、改善す
るよう要望します。

　 　また、再審査結果の過誤付箋の連絡欄に、判読不能なものや指摘内容と明らかに違う回答が返ってくる場
合があるので、正確、かつ、丁寧に記載するよう引き続き要望します。（継続）

【回答】
○ 以前は紙レセプトによる再審査請求については、同様の事例には定型文による結果理由の記載をすることが

ありましたが、現在、大部分は電子レセプトによる請求となっておりますので、定型文ではなく個々の症例に
応じた審査結果理由を記載しております。

　 　このため、ご指摘のような判読不能なものは減少していると考えられますが、指摘内容と明らかに違う回答
については、審査委員に確認し、可能な限り修正しております。それでもなお、判読不明なものや定型文を使
用した審査結果理由について、審査結果及び理由の内容にご不明な点がございましたら、お手数ではあります
が、審査事務センター（分室）の「再審査相談窓口」へご照会下さい。

４ ．支払基金の一次審査及び再審査の査定に対して、復活事例については、「保険医療機関の請求理由（症状
詳記・添付資料）から判断し、妥当と認め復活しました」との定型文だけではなく、復活した理由を具体的
に記載するなど、保険者が納得できる理由を記載するよう要望します。（継続）

【回答】
○ 保険医療機関から提出された症状詳記や添付資料等から、審査委員会において妥当・適切と判断し復活となる

事例については、この審査結果に至った理由について理解が得られるよう、具体的かつ丁寧な審査結果理由欄
への記載となるよう本部から指示しているところです。引き続き審査結果に対する理由の記載内容が充実する
よう努めてまいります。

５ ．再審査請求については、６か月を超えた保険者からの申出であっても、適切な内容であれば、受付を拒ま
ないとのことですが、審査事務センター・分室（旧支部）によって差異が生じていますので、取扱いを徹底
していただくよう要望します。

　 　また、保険医療機関に対しても取下げや再審査請求の提出は、現金給付にも影響するため早期に行うよう
支払基金から指導していただくよう要望します。（継続）

【回答】
○ 支払基金への再審査の申出期間については、「社会保険診療報酬支払基金に対する再審査申出について」（昭和

60年４月30日保険発第40号・庁保険発第17号）により、原則６か月以内に申出いただくよう依頼しているとこ
ろですが、６か月以内の点検において、再審査が必要な事例を発見しその事例を遡及して点検を行った場合の
同一事例については、算定誤り等事務上の明らかな誤りに関する事例は、この申出期間にとらわれるものでは
なく、診療内容に関する事例は、再審査相談窓口にご相談いただくことで６か月を超えていた場合であっても
対応しているところです。

○ なお、審査事務センター（分室）によって、この取扱いが異なるご指摘に関しては、周知してまいりますが、
審査事務センター（分室）に設置されている再審査相談窓口宛て照会いただきますようお願いいたします。

○ また、保険者からの再審査処理を円滑に行うために６か月を超えた再審査レセプトが請求された場合は、６か
月以内に申し出ていただくよう依頼するとともに、様々な機会（保険者等打合せ会等）を捉えて、６か月以内
の再審査申出の遵守についてお願いしているところであり、引き続きご協力をお願いします。
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６ ．支払基金において査定したレセプトが、後日、保険医療機関からの取下げ依頼により返戻した結果、査定
復活されるケースについて、取下げ依頼は再審査請求と手続きが違うことを保険医療機関に説明していると
のことですが、いまだに多く見受けられるため、保険医療機関への説明を徹底していただくよう要望しま
す。（継続）

【回答】
○ 保険医療機関からの取下げ依頼について、査定箇所に関する事項である場合は、「取下げ依頼ではなく、再審

査請求となること」を保険医療機関へお伝えしており、引き続き、取下げ依頼と再審査請求とでは手続きが異
なることを保険医療機関にご理解いただけるよう、説明を徹底してまいります。

○ なお、ご指摘いただきましたようなレセプトが見受けられた場合は、当該保険医療機関に対して「査定に関す
る事項については再審査請求の手続きにより申し出いただくこと」に加え、「レセプトの取下げ理由以外の事
項については訂正することのないよう」改めて周知いたしますので、お手数ではございますが、審査事務セン
ター（分室）に設置されている再審査相談窓口宛てご連絡いただきますようお願いいたします。

７ ．明細書返付依頼書の記載事項（再審査等対象種別・明細書区分・記号番号・査定後の点数等）に誤りが多
いため、正しい情報を記載するよう、引き続き保険医療機関等への指導を要望します。併せて、取下げ依頼
件数の多い保険医療機関等に対して指導の徹底を要望します。

　 　なお、明細書返付依頼書に基づき返戻したレセプトについて、前月診療分レセプトの写し等が必要な場合
は、あらかじめ明細書返付依頼書に記載するよう要望します。

　 　また、返付済みのレセプトに対し、再度の返付依頼が多く見受けられることから、支払基金側においてシ
ステムチェック等の仕組みの構築を要望します。（継続・一部変更）

【回答】
○ 保険医療機関からの取下げ依頼の理由については、地方厚生（支）局による指導監査の結果によるものや、保

険医療機関がレセプト提出後の自己点検により発見した請求誤り等、多岐にわたっておりますが、引き続き、
レセプトの請求内容に誤りが多い保険医療機関に対しては、文書連絡、電話連絡、面接懇談等を実施する他、
レセプト提出前の院内チェックの励行を依頼する等、適正なレセプトの提出促進に向けた取組を重点的に
行っていくとともに、明細書返付依頼書の記載内容に誤りが多い保険医療機関への指導についても徹底して
まいります。

○ なお、査定に対する再審査請求を審査するうえで、前月写し等が個別に必要な場合につきましては、あらかじ
め連絡付箋等を貼付するなど、依頼またはご相談させていただく場合がございますので、その際はご協力願い
ます。

○ 保険医療機関等がレセプトの取下げ申し出をオンライン請求システムにて行う場合においては、申し出の
あった時点から過去６か月以内に再度申し出がないかシステムチェックを実施しております。過去６か月を超
えたものについては少数となりますが、システムチェックの仕組みがないことから、費用対効果も含め検討し
てまいります。

○ また、保険医療機関等が紙様式で提出した場合については、支払基金において過去の請求状況を確認の上、明
細書返付依頼書を作成しております。

○ おって、明細書返付依頼書の送付から３か月以上経っても回答がない場合については、再度、明細書返付依頼
書を送付させていただいており、レセプトの返付と入れ違いとなった場合についてはご了承願います。
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８ ．保険者からの再審査請求により、算定ルール上の誤りを理由に査定対象となる事例がいまだ散見されます。
引き続きコンピュータチェック（一次審査）の対象項目の拡充、精緻化に取り組んでいただくよう要望しま
す。（継続）

【回答】
○ コンピュータチェックの拡充の取組として、保険者からの再審査査定が多く、かつ全国的に査定が発生してい

る医薬品や診療行為等について、過去の審査データの分析から査定につながる可能性が高い条件を見出し、随
時コンピュータチェックを拡充しております。

〇 コンピュータチェックの精緻化については、審査の質の向上及び保険者業務の効率化に資する取組であるた
め、今後もコンピュータチェックの有効性や結果を分析し、引き続き精緻化に向けた取組を進めてまいります。

○ なお、算定ルールに関する同一誤り事例が５件以上発生している保険医療機関等に対しては文書、電話及び面
接懇談等による適正なレセプト提出に向けた改善要請を実施しております。

９ ．一次審査における縦覧点検については、縦覧点検の必要があるレセプトを見逃すことのないよう、コン
ピュータチェックの拡充など、審査の精度を上げていただくよう要望します。（継続）

【回答】
○ 統一的なコンピュータチェックの設定として、算定ルール上の事例も含め、原審査時にコンピュータチェック

がなく、保険者からの再審査や職員の疑義で査定となった医薬品や診療行為等について、過去の審査データの
分析から査定につながる可能性が高い条件を見出し、統一的・客観的なコンピュータチェックルールを引き続
き拡充してまいります。

診療（調剤）報酬明細書の取扱い関係
１ ．レセプトの請求に関して記号番号、性別、生年月日、本家区分、特記事項（特定疾患治療研究事業等に係

る所得区分・高齢者の非課税区分の記載・限度額適用認定証の区分変更等）の記載誤り、「症状詳記」等の
添付文書もれが依然として見受けられるので、保険医療機関に対する広報の充実と一層の指導強化に努めて
いただくよう要望します。（継続）

【回答】
○ 記号番号や生年月日など資格情報に関する記載内容については、令和５年４月よりオンライン資格確認の導

入が原則義務化されたことで、来院時に患者の有効な公的医療保険の資格をその場で電子的に確認でき、確認
した資格情報でレセプトが請求されるようになりました。

　 　また、オンライン資格確認未参加の保険医療機関等に対する導入促進としては、オンライン請求システムへ
のログイン時にポップアップ画面での周知を実施しており、今後も引き続き周知活動に努めてまいります。

○ 「症状詳記」等の添付文書の漏れについては、紙媒体の添付文書によるものが多いことから、厚生労働省に対
し、電子レセプト情報に含めて記録するよう記載要領見直しの申し入れを行っております。

　 　また、電子レセプト請求医療機関に係る添付文書は、紙媒体によらず電子レセプト情報に含めて記録するよ
う、全保険医療機関等に対して文書連絡による要請を行いました。今後も引き続き、保険医療機関等に対する
必要な指導に努めてまいります。

○ また、「症状詳記」等の添付文書の漏れについては、紙媒体の添付文書によるものが多いことから、電子レセ
プト請求医療機関に係る添付文書は、紙媒体によらず電子レセプト情報に含めて記録するよう、保険医療機関
等に対する必要な指導に努めてまいります。
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【参考】

２ ．恒常的に月遅れ請求となっている保険医療機関に対して解消に努めているとのことですが、いまだ恒常的
に月遅れ請求となっている保険医療機関が見受けられるため、改めるよう引き続き指導を要望します。  

（継続）

【回答】
○ 毎月、本部から地方組織宛てに全件月遅れ請求である保険医療機関等のリストを提供し、該当の保険医療機関

等に月遅れ請求の理由を電話照会することとしております。
○ 恒常的に月遅れ請求となっている保険医療機関等に対しては、電話連絡にて遅延理由を照会し、診療翌月10日

までの請求について働きかけを行っており、概ね３か月を経過したものについては理由書の提出を求める等
の対応を取っております。

○ 今後も請求命令に基づく請求の適正化を図るため、これらに該当する保険医療機関等に対して、引き続き、医
療機関等へのお知らせ紙面、文書連絡等により月遅れ請求の解消に向けて働きかけを行っていくこととします。

３ ．資格関係や業務上の疑義などで返戻したレセプトは、必ず過誤付箋を付けたまま訂正したレセプトを再請
求していただくとともに、再出力の場合は、返戻レセプトの原本を添付するよう、保険医療機関等に対し、
より一層徹底した指導をしていただくよう要望します。

　 　なお、記号番号誤り等で一度返戻したレセプトは、訂正がされていなければ保険医療機関等へ返戻してい
ただくよう要望します。

　 　また、昨年の回答に「オンライン返戻再請求レセプトについては、履歴情報により返戻理由に応じた訂正
等の有無を確認し」とあるが、保険者にも「履歴情報」を確認できる機能を追加していただくよう要望しま
す。（継続・一部変更）

【回答】
○ 資格関係や業務上の疑義などで返戻したレセプトが再作成されていた場合は、当該保険医療機関等に対し、返

戻したレセプトは再作成することなく、返戻理由に応じた訂正・追記等を行うよう電話又は文書により連絡し
ています。

〇 また、令和５年４月からオンライン請求医療機関による返戻再請求のオンライン化が義務付けられ、オンライ
ン返戻再請求レセプトについては、履歴情報により返戻理由に応じた訂正等の有無を確認し、訂正等が行われ
ていない場合は、その旨を電話により連絡の上、レセプトを返戻する取扱いとしています。

○ 加えて、資格関係誤り等で返戻したレセプトが再請求された場合は、誤り箇所の確認を徹底し、訂正がない場
合は保険医療機関等へ確認するなど、誤りがないレセプトの請求に努めてまいります。

○ 再審査等請求により返戻となったレセプトについては、レセ電コード情報（電子レセプト）のデータ識別11に
再請求前の保険医療機関等からの請求内容、データ識別14のHR（返戻理由）レコードに返戻理由を履歴情報
として保持しています。

　 　当該情報を確認出来るよう、ご使用のシステムベンダーへご相談願います。



― 28 ―

【参考】履歴情報記録イメージ
再請求前の保険医療機関等からの請求内容

４ ．一次審査で査定されたレセプトについて、保険医療機関等に対し減額の通知はされますがレセプトは返戻
されないため、保険医療機関が傷病名等を追加した新たなレセプトを作成して請求してくることにより重複
請求が生じています。レセプトを再作成しないよう、保険医療機関等への指導を徹底していただくよう要望
します。

　 　また、上記の重複例に限らず、重複請求がいまだ多数見受けられるので、システム対応を検討していただ
くよう要望します。（継続・一部変更）

【回答】
○ 一次審査で査定されたレセプトについて保険医療機関から当該レセプトの取下げ依頼を受けた場合は、取下

げ理由を確認し、その理由が査定箇所に関するものである場合は、取下げ依頼ではなく、医療機関再審査請求
により行うよう保険医療機関に連絡しています。

○ 重複請求については、電子レセプトにおいて当月における同一患者の重複請求分及び過去６か月（縦覧点検の
仕組みを活用）に請求された電子レセプトと同一レセプトで請求分の重複チェックを実施しています。

　 　併せて、再審査返戻再請求の際の重複請求を防止するため、保険者へのレセプト請求時にレセプトごとに一
意となる検索番号を付与し、当該番号により、複数回請求のレセプトについて、医療機関へ重複請求のチェッ
クを行っています。

　 　現在のシステムチェックの仕組みでは、６か月を超えて請求される場合やどちらかが紙レセプトによる請求
の場合は、照合することが困難（電子と紙の照合が困難）であるため、費用対効果も含め検討してまいります。

種別：本人

種別：家族

保険医療機関からの請求

返戻理由
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電算処理関係（レセプトの電子化を含む）
１ ．オンライン資格確認システムによるレセプトの振替・分割処理について、更なる精度の向上を要望します。
（継続・一部変更）

【回答】
○ オンライン資格確認等システムにおけるレセプトの振替・分割処理については、資格喪失後の受診等のうち、
「高額療養費の現物給付に該当するレセプト」について、医療機関・保険者双方の利便性向上のため、「窓口負
担額レコード」が記録されていない場合であっても、高額療養費の現物給付に該当する可能性のない一定の点
数未満のレセプトについては振替可能とするようシステム改修し、令和５年３月処理から稼働しています。

○ また、令和６年12月２日の健康保険証の新規発行終了に向け、レセプト振替・分割機能において、公費併用レ
セプトをレセプト振替対象とするよう、検討を進めています。

そ の 他
１ ．地方単独医療費助成事業の支払基金委託を、引き続き積極的に推進するよう要望します。
　 　また、医療費助成制度対象者の自己負担額の記載を義務化するよう、厚生労働省への働きかけを要望しま

す。（継続）

【回答】
○ 地方単独医療費助成事業の受託拡大については、医療保険関係者における事務の効率化、医療費の適正化及び

住民サービスの向上に寄与する観点から、支払基金の重要課題の一つと位置づけ取り組んでおり、前年度の延
べ5,695事業から、今年度(令和６年１月末日現在)においては延べ5,731事業まで受託を拡大している状況です。

〇 主な３事業※について、一部の事業のみ受託又は一部の市町村でのみ受託している県については、引き続き働
きかけを行っており、福岡県においては、令和６年２月診療分より２市の３事業の受託を開始することにな
り、これにより福岡県内全ての市町村を支払基金で受託することとなりました。

　※主な３事業：乳幼児医療、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療

○ 医療DXの推進に関する工程表の「全国医療情報プラットフォームの構築」を踏まえ、主な３事業が未受託と
なっている９府県については、状況を確認しながら受託に向けて対応することといたします。

〇 健康保険組合及び協議会様からも機会を捉え県や市町村に対し、支払基金への委託に向けた働きかけを行っ
ていただけますと効果的かと考えますのでよろしくお願い申し上げます。

〇 また、医療費助成制度対象者の自己負担額記載については、支払基金に委託されている市区町村分であれば併
用レセプトで請求されるため、レセプトに記載される地方単独医療費助成事業に係る自己負担額の有無で、窓
口支払額の把握が可能です。一方、支払基金に委託されていない市区町村分のレセプトにおいてはその情報は
記録されないことから、引き続き、地方単独医療費助成事業の更なる受託に向け取り組んでまいります。

２ ．支払基金のホームページについて、掲載内容が多岐に及んでいることから、ニーズに応えるために利便性
を考慮した見やすい形となるよう、常に改良していただくよう要望します。（継続）

【回答】
○ 令和６年６月のホームページサーバーのOS更新に合わせて、ホームページのレイアウトの変更の検討や掲載

事項の精査を行っているところです。
　 　また、令和５年３月から４月にかけて、支払基金ホームページについて保険者団体等へのヒアリングや保険

者の皆様へのWEBアンケートを実施しました。
　 　皆様のご意見を参考にさせていただき、利便性を考慮した見やすいホームページとするよう努めてまいり

ます。
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支払基金との打合せ会

３ ．支払基金から保険医療機関等に発送する返戻レセプト等（返戻レセプト、増減点連絡書、資格確認結果連
絡書）の誤送付による個人情報の漏えいについては、委託元である健保組合において、該当被保険者へ報告

（通知）等を行う対応が示されています。
　 　支払基金における誤送付の発生原因は、主に封入封緘時の誤り、もしくは普通郵便による郵便事故と思わ

れるが、要配慮個人情報に該当する書類を普通郵便としているといった事実があるのであれば、早急に特定
記録郵便等に変更するなど、誤送付による責任の所在を明確にするための対応を要望します。（新規）

【回答】
○ 支払基金では、毎月約24万の医療機関等に対し、送付物を発送しており、送付形態については、普通郵便とし

ております。
　 　関係団体からも、現在の送付形態である普通郵便を簡易書留や特定記録に変更すべきではないかなど、ご指

摘をいただくことがありますが、コスト面及び作業量の増加等の問題があり、現状は郵送方法の変更が困難で
あることをご理解願います。

　 　なお、令和６年度に予定されている帳票電子化の実施以降は、返戻レセプト等を送付する医療機関等が減少
すると見込んでいることから、減少状況を把握の上、郵送方法の簡易書留等への変更について、検討を行うこ
ととしております。

４ ．支払基金において枝番を訂正したレセプト等が請求前資格確認データに入っていないので、枝番を訂正し
たレセプト等も請求前資格確認データに入れていただくよう要望します。（新規）

【回答】
○ 請求前資格確認は、保険医療機関（薬局）から提出された電子レセプトの資格に変更がない場合に対象となり

ます。
　 　ご指摘の支払基金において枝番を訂正したレセプト等については、中間サーバーに登録された資格情報を

基に、正しい資格に変更しているレセプトであるため、請求前資格確認の対象外としておりますので、ご理解
願います。

　 　なお、枝番を訂正したレセプト等を請求前資格確認データの対象とする場合は、システム改修が必要となる
ため、費用対効果も含め検討してまいります。
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シリーズ組合訪問 

長野県農業協同組合健康保険組合

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

「
健
診
受
診
習
慣
」
の
浸
透
で

コ
ロ
ナ
下
で
も
受
診
率
は
向
上

被
保
険
者
数
は
女
性
が
逆
転

　

戦
後
の
農
業
協
同
組
合
法
の
成
立
（
昭
和
22
年
）

か
ら
、
各
地
で
市
町
村
単
位
の
「
農
協
」
の
発
足
が

進
む
中
、
長
野
県
で
は
早
い
時
期
か
ら
都
道
府
県
単

位
に
よ
る
「
農
協
健
保
」
の
設
立
に
向
け
た
動
き
が

あ
っ
た
。
長
野
県
農
業
協
同
組
合
健
康
保
険
組
合

（
理
事
長
＝
神
農
佳
人
氏
）
は
、
全
国
で
も
早
い
時
期

の
昭
和
25
年
7
月
に
設
立
さ
て
い
る
。

　

現
在
の
加
入
事
業
所
は
、
県
内
14
か
所
の
農
業
協

同
組
合
を
は
じ
め
、
同
じ
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
厚
生
連

（
長
野
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
）
傘
下
の
医

療
機
関
12
か
所
な
ど
、
関
連
企
業
を
合
わ
せ
て
85
事

業
所
、
被
保
険
者
数
は
２
万
３
６
０
３
人
、
被
扶
養

者
数
は
１
万
３
４
２
３
人
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
７

年
に
は
「
特
定
健
保
」
の
認
可
も
受
け
て
い
る
。

　

健
保
組
合
の
使
命
で
あ
る
特
定
健
診
・
保
健
指
導
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
一
時
的

な
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
長
野
県
農
業
協
同
組
合
健
康
保
険
組
合
で
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
蔓
延
し
た
期
間
を
含
め
て
右
肩
上
が
り
の
受
診
率
を
継

続
・
確
保
し
て
い
る
。
医
療
費
が
低
く
、
長
寿
で
知
ら
れ
る
長
野
県
に
は
、
運
動
習
慣

や
禁
煙
習
慣
の
ほ
か
に
「
健
診
受
診
習
慣
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、「
コ
ロ
ナ
の
時
も
毎

年
の
健
診
に
〝
行
か
な
い
〟
と
い
う
選
択
肢
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

　

事
業
所
の
規
模
は
、
被
保
険
者
数
２
千
人
を
超
え

る
厚
生
連
の
佐
久
総
合
病
院
か
ら
、
２
人
と
い
う
事

業
所
ま
で
幅
が
あ
り
、
東
西
に
１
２
０
㎞
、
南
北
に

２
１
０
㎞
も
あ
る
広
い
県
内
に
均
等
に
所
在
し
て
い

る
と
い
う
。
医
療
関
連
事
業
所
の
被
保
険
者
に
は
女

性
が
多
く
、
男
女
比
で
は
令
和
２
年
度
に
女
性
が
男

性
を
上
回
っ
て
い
る
。

　

長
野
駅
か
ら
徒
歩
10
分
の
Ｊ
Ａ
長
野
県
ビ
ル
に
は

昭
和
63
年
の
竣
工
と
と
も
に
移
転
し
た
。
名
所
の

「
善
光
寺
」
も
近
い
。
事
務
所
の
あ
る
10
階
か
ら
は
、

信
濃
の
山
々
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
数
年
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
大
久
保
淳
常
務

理
事
は
、「
令
和
元
年
度
か
ら
は
、
拠
出
金
が
増
え
た

３
年
度
を
除
い
て
黒
字
基
調
で
推
移
し
て
い
る
。
５

〈健保組合の概況〉
〒380-0826　長野市大字南長野北石堂町1177番地3 JA長野県ビル

TEL 026-236-2392　FAX 026-236-2395

理 事長＝神農 佳人 氏
常務理事＝大久保 淳 氏
設立年月日＝ 昭和25年7月1日（平成7年4月1日：特定健康保険組合認可）
主たる業態＝ 複合サービス業「長野県下の農業協同組合、

関連会社（子会社）及び各連合会などを母体
組織とした総合健康保険組合」

事業所数＝85事業所
被保険者数＝23,603人（男11,500人、女12,103人）
被扶養者数＝13,423人　扶養率＝0.57人
平均標準報酬月額＝319,218円（男363,434円、女277,205円）
平均年齢＝45.90歳（男47.33歳、女44.55歳）
保 険料率＝10.16％　介護保険料率＝1.7％
※数値等は特例退職被保険者を含む。（令和5年12月末現在）

健保組合の入るJA長野県ビル
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面
は
こ
の
料
率
を
維
持
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い

か
」（
大
久
保
常
務
理
事
）
と
見
込
ん
で
い
る
。
協
会

け
ん
ぽ
長
野
支
部
の
保
険
料
率
は
、
９
・
55
％
（
６

年
度
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

令
和
６
年
度
予
算
案
は
、
保
険
料
収
入
は
１
０
８

億
２
５
９
５
万
円
、
保
険
給
付
費
は
73
億
円
、
拠
出

金
は
37
億
４
３
０
３
万
円
を
見
込
ん
で
い
る
。
保
健

事
業
の
重
点
事
項
と
し
て
は
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

の
実
行
、
健
康
経
営
の
導
入
推
進
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
管
理
と
保
険
証
の
廃
止
に
向
け
た
取
組
み
等
を
掲

げ
て
い
る
。

「
健
診
受
診
習
慣
」
が
定
着

　

山
地
の
多
い
長
野
県
は
、
昭
和
40
年
代
頃
ま
で
は

塩
分
摂
取
量
が
多
く
、
脳
血
管
疾
患
の
予
防
が
課
題

と
な
っ
て
い
た
。
県
は
保
健
師
に
よ
る
草
の
根
の
食

生
活
改
善
運
動
を
展
開
し
、
近
年
で
は
、
平
均
寿
命

や
要
介
護
度
に
よ
る
健
康
寿
命
は
常
に
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
に
位
置
す
る
「
健
康
県
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
1
人
当
た
り
医
療
費
も
低
い
。

　

長
野
県
で
は
、
健
康
づ
く
り
県
民
運
動
と
し
て「
信

州
Ａ
Ｃ
Ｅ
（
エ
ー
ス
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
運
動
（A

ction
）、
健
診
受
診
（Check

）、

食
生
活
（Eat

）
の
更
な
る
改
善
を
図
る
も
の
で
、
健

診
の
受
診
が
目
標
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

特
定
健
診
・
保
健
指
導
の
受
診
率
・
実
施
率
の
向
上

を
目
指
す
健
保
組
合
に
と
っ
て
心
強
い
。

　

長
野
県
農
協
健
保
組
合
の
特
定
健
診
の
受
診
率
は
、

98
・
5
％
（
令
和
４
年
度
、
被
保
険
者
）
を
確
保
し

て
い
る
が
、
最
近
５
年
間
の
推
移
を
み
る
と
、
平
成

30
年
度
は
97
・
１
％
、
令
和
元
年
度
97
・
２
％
、
２

年
度
97
・
６
％
、
３
年
度
98
・
３
％
と
右
肩
上
が
り

を
続
け
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

蔓
延
に
よ
り
、
多
く
の
健
診
機
関
が
休
診
し
、
厚
労

省
の
通
知
で
も
「
少
な
く
と
も
緊
急
事
態
宣
言
の
期

間
に
お
い
て
、
実
施
を
控
え
る
こ
と
」
す
ら
求
め
ら

れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
受
診
率
の
向
上
を
確

保
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　

特
定
健
診
の
受
診
体
制
と
し
て
は
、
20
か
所
以
上

の
厚
生
連
病
院
（
分
院
を
含
む
）・
診
療
所
に
加
え

て
、
巡
回
バ
ス
も
活
用
し
て
県
内
の
ほ
と
ん
ど
の
地

区
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
医
療
機
関
（
厚
生
連
）
と

一
体
と
な
っ
た
受
診
体
制
が
強
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

大
久
保
常
務
理
事
は
、「
コ
ロ
ナ
下
で
は
、
人
間
ド

ッ
ク
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
時
期
は
あ
り
ま
し
た
が
、

健
診
受
診
は
続
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
地
道
な
活

動
の
成
果
で
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
病
院
と
い
う
認
識

も
あ
っ
て
、
コ
ロ
ナ
の
時
も
毎
年
の
健
診
に
〝
行
か
な

い
〟と
い
う
選
択
肢
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
健
診
の

必
要
性
は
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
十
分
に

浸
透
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
無
理
や
り
受

け
さ
せ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
…
」
と
説
明
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
成
果
」
の
基
礎
に
は
、
長
年
の
積

み
重
ね
を
踏
ま
え
た
「
Ｊ
Ａ
ス
マ
ー
ト
ラ
イ
フ
・
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
あ
る
。
Ｊ
Ａ
長
野
県
グ
ル
ー
プ
が

平
成
25
年
度
か
ら
始
め
た
「
健
康
寿
命
創
造
運
動
」

の
通
称
で
、
厚
生
労
働
省
が
音
頭
を
と
っ
て
約
９
千

も
の
企
業
・
団
体
が
賛
同
し
て
健
康
寿
命
の
延
伸
を

目
指
し
て
い
る
「
ス
マ
ー
ト
・
ラ
イ
フ
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
。

年
度
は
、
赤
か
黒
か
で
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
が
、
標
準

報
酬
も
上
が
り
、
積
立
金
も
あ
る
。
た
だ
、
コ
ロ
ナ

後
の
医
療
費
増
は
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
６
年

度
は
医
療
給
付
費
を
増
や
し
た
予
算
を
提
案
し
て
い

る
」
と
説
明
す
る
。

　

令
和
５
年
度
予
算
は
、
収
支
と
も
に
１
１
８
億
２

２
８
７
万
円
で
、
保
険
料
収
入
は
１
０
７
億
４
３
２

万
円
、
保
険
給
付
費
は
65
億
９
５
６
６
万
円
、
拠
出

金
は
36
億
７
２
９
９
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

保
険
料
率
は
10
・
16
％
で
、
一
時
は
10
・
４
％
ま

で
引
き
上
げ
た
（
平
成
27
年
度
）
が
、
30
年
度
に
現

行
の
料
率
に
引
き
下
げ
た
後
は
安
定
し
た
運
営
が
続

い
て
い
る
。「
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
を
気
に
し

な
が
ら
も
、
保
健
事
業
の
更
な
る
充
実
な
ど
で
、
当
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事務所の様子
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主
な
事
業
内
容
は
、
全
て
の
加
入
事
業
所
（
85
か

所
）
が
毎
年
度
、
健
康
管
理
・
健
康
増
進
の
た
め
の

事
業
計
画
を
立
て
て
実
行
し
、
そ
の
成
果
を
各
種
補

助
金
の
額
に
反
映
す
る
。

　

そ
の
基
本
目
標
に
は
「
５
つ
の
習
慣
化
」（
健
診
受

診
習
慣
、
ス
ト
レ
ス
解
消
習
慣
、
運
動
習
慣
、
禁
煙

習
慣
、
飲
食
習
慣
）を
掲
げ
て
お
り
、
な
か
で
も「
健

診
受
診
習
慣
」
が
注
目
さ
れ
る
。

　
Ｊ
Ａ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
推
進
会
議
」
に
は
、
農

協
の
組
合
長
・
専
務
理
事
・
人
事
担
当
部
長
、
厚
生

連
の
病
院
長
・
事
務
長
、
健
保
組
合
の
常
務
理
事
等

が
名
を
連
ね
て
い
る
。
健
保
組
合
の
加
入
者
の
ほ
と

ん
ど
が
厚
生
連
関
係
の
施
設
で
健
診
を
受
け
る
こ
と

か
ら
、「
例
え
ば
、
健
診
結
果
に
よ
っ
て
受
診
勧
奨
を

受
け
て
も
、
実
際
に
受
診
が
な
い
場
合
は
、
農
協
の

専
務
理
事
名
で
受
診
勧
奨
の
文
書
が
出
さ
れ
て
、
病

院
側
で
直
接
、
受
診
の
有
無
が
確
認
さ
れ
る
仕
組
み

で
す
。
未
受
診
者
に
は
も
の
す
ご
く
効
き
ま
す
よ
。

こ
こ
10
年
で
受
診
率
は
劇
的
に
上
が
り
ま
し
た
」

（
大
久
保
常
務
理
事
）
と
職
場
と
健
保
組
合
、
医
療
機

関
の
連
携
の
重
要
性
と
効
果
を
強
調
す
る
。

　

６
年
度
の
保
健
事
業
で
は
、
新
た
な
取
組
み
と
し

て
、
現
行
で
は
４
事
業
所
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
健
康

経
営
認
定
法
人
の
拡
大
に
向
け
、
３
年
間
の
資
金
援

助
と
申
請
手
数
料
の
補
助
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

メ
ン
タ
ル
セ
ミ
ナ
ー
や
女
性
の
健
康
保
持
増
進
セ
ミ

ナ
ー
の
開
催
・
充
実
等
も
期
待
さ
れ
る
。
な
か
で
も

メ
ン
タ
ル
関
連
の
事
業
は
、
対
象
事
業
所
を
ピ
ン
ポ

イ
ン
ト
で
集
中
的
に
支
援
し
て
い
く
。
こ
の
ほ
か
人

間
ド
ッ
ク
補
助
金
の
増
額
な
ど
、
保
健
事
業
は
更
な

る
充
実
を
予
定
し
て
い
る
。

　

長
野
県
農
業
協
同
組
合
健
保
組
合
の
組
織
体
制
は
、

大
久
保
常
務
理
事
を
先
頭
に
、
青
木
事
務
長
以
下
、

総
務
企
画
部
（
８
人
）、
健
康
推
進
部
（
同
）、
業
務

部
（
７
人
）、
内
部
監
査
室
（
１
人
）
の
計
25
人
が
、

約
４
万
人
の
加
入
者
の
健
康
を
守
っ
て
い
る
。

　

か
つ
て
は
県
内
４
か
所
に
健
保
組
合
の
支
所
が
あ

り
、
通
常
業
務
の
他
に
保
健
事
業
の
推
進
に
も
取
り

組
ん
で
い
た
。
こ
の
体
制
は
、平
成
20
年
度
に
高
齢
者

医
療
制
度
が
創
設
さ
れ
て
、
健
保
組
合
の
支
援
金
負

担
が
増
加
し
た
こ
と
で
廃
止
と
な
っ
て
し
ま
う
。
高
齢

者
の
医
療
費
支
援
に
よ
っ
て
、
現
役
世
代
の
健
康
を

支
え
る
健
保
組
合
の
活
動
に
影
響
が
出
で
し
ま
う
と

い
う
、
現
行
制
度
の
根
本
的
な
課
題
が
垣
間
見
え
る
。

　

コ
ロ
ナ
下
で
も
「
習
慣
と
し
て
の
健
診
受
診
」
が

定
着
し
て
お
り
、
医
療
機
関
を
含
む
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ

と
い
う
強
固
な
組
織
体
制
が
あ
る
こ
と
が
、
健
保
組

合
と
健
康
県
「
長
野
」
を
支
え
て
い
る
。

選ばれる健保組合を目指し
顔の見える関係を構築
長野県農業協同組合健康保険組合

常務理事 大
おお

久
く

保
ぼ

 淳
あつし

 氏

　総務企画、健康推進、業務の各部で、週
の初めに短い朝礼があり、 その後に幹部間
で打合せをして業務全体の流れや方向性を
確認している。仕事を進めるにあたっては、

「職員にはそれぞれの部で、皆一所懸命にやってもらっていることは実感
としてあるので、業務の遂行に心配をしないで済むのはありがたいことで
す」と職員には全幅の信頼を寄せている。健保連長野連合会の会長組合に
なって多忙を極める大久保常務理事を、事務長以下、現場が支える強固な
体制がうかがえる。
　職員に向けては、「選ばれる健保組合になってほしい」と説いている。

「加入者の皆様には、農協健保だからいいんだよ、という気持ちになって
ほしいし、事業主にももちろん健保組合の良さを理解してほしい。そのた
めには、職員が積極的に加入者と関わっていって、顔の見える関係をつく
り、健保組合のサポーターが増えることで、組合の活動、運営に理解を広
げていきたい」と説明する。
　健保組合制度については、「総合健保は標準報酬が低いので、いつ財政
窮迫になるのか絶えず心配している。将来に明るい兆しが見出せないとい
う制度は、どこかおかしいのではないか。拠出金が高いのは今さら言って
も仕方がないが、地方の総合健保は料率が100‰の協会平均を超えるのは
必然で、国庫負担の有無はさらにおかしい…」と。
　県南部の伊那市からの単身赴任は10年目を迎え、「食生活には気を遣っ
ていると思います」という。健康法については「運動らしいことはしてい
ません」と言うが、片道40分をかけての徒歩通勤を続けており、「体重に
変化はありませんよ」と笑顔でのべる。

シリーズ組合訪問  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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○
正
副
会
長
会

・
令
和
６
年
２
月
22
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
出
版
健
保
会
館
で
、
令
和
５
年

度
第
３
回
全
総
協
及
び
福
祉
共
済
会
正

副
会
長
会
を
開
催
し
、
令
和
５
年
度
第

２
回
全
総
協
理
事
会
及
び
福
祉
共
済
会

理
事
会
へ
の
提
出
議
案
及
び
報
告
事
項

等
に
つ
い
て
審
議
し
た
。

・
令
和
６
年
３
月
27
日
、
東
京
都
中
央

区
の
東
実
健
保
会
館
で
、
令
和
５
年
度

第
４
回
全
総
協
及
び
福
祉
共
済
会
正
副

会
長
会
を
開
催
し
、
全
総
協
第
１
１
７

回
定
例
総
会
及
び
福
祉
共
済
会
第
16
回

定
例
総
会
へ
の
提
出
議
案
及
び
報
告
事

項
等
に
つ
い
て
審
議
し
た
。

○
全
総
協
理
事
会

　

令
和
６
年
２
月
22
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
出
版
健
保
会
館
で
、
令
和
５
年

度
第
２
回
理
事
会
を
開
催
し
、
理
事
27

名
が
出
席
し
た
。

　

議
案
の
①
役
員
の
任
期
期
間
中
の
補

充
選
任
、
②
令
和
６
年
度
事
業
計
画
案
、

③
同
収
入
支
出
予
算
案
、
④
同
理
事

会
・
総
会
等
の
開
催
案
に
つ
い
て
審
議

し
、
原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

　

ま
た
、
報
告
の
①
令
和
５
年
度
社
会

保
険
診
療
報
酬
の
審
査
支
払
等
に
関
す

る
要
望
事
項
、
②
全
総
協
ア
ン
ケ
ー
ト

に
つ
い
て
了
承
し
た
。

○
福
祉
共
済
会
理
事
会

　

令
和
６
年
２
月
22
日
、
東
京
都
千
代

田
区
の
出
版
健
保
会
館
で
、
令
和
５
年

度
第
２
回
理
事
会
を
開
催
し
、
理
事
27

名
が
出
席
し
た
。

　

議
案
の
①
役
員
の
任
期
期
間
中
の
補

充
選
任
、
②
令
和
６
年
度
事
業
計
画
案
、

③
同
収
入
支
出
予
算
案
、
④
同
理
事

会
・
総
会
等
の
開
催
案
に
つ
い
て
審
議

し
、
原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

○
医
療
制
度
等
対
策
委
員
会

　

令
和
６
年
３
月
11
日
、
東
京
都
新
宿

区
の
東
貨
健
保
会
館
で
、
令
和
５
年
度

第
３
回
医
療
制
度
等
対
策
委
員
会
を
開

催
し
、
委
員
９
名
が
出
席
し
た
。

　

令
和
６
年
度
事
業
の
実
施
等
に
つ
い

て
検
討
し
た
。

○
支
払
基
金
本
部
と
の
打
合
せ
会

　

令
和
６
年
３
月
11
日
、
東
京
都
新
宿

区
の
東
貨
健
保
会
館
で
、
全
総
協
と
社

会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
本
部
と
の

打
合
せ
会
を
開
催
し
、
医
療
制
度
等
対

策
委
員
会
委
員
９
名
、
全
総
協
事
務
局

２
名
、
支
払
基
金
幹
部
９
名
が
出
席
し

た
。

　

議
題
の
①
令
和
６
事
業
年
度
社
会
保

険
診
療
報
酬
支
払
基
金
事
業
計
画
案
、

②
令
和
５
年
度
社
会
保
険
診
療
報
酬
の

審
査
支
払
等
に
関
す
る
要
望
事
項
の
回

答
に
つ
い
て
、
両
者
間
で
活
発
な
意
見

交
換
を
行
っ
た
（
19
～
30
頁
参
照
）。

○
全
総
協
定
例
総
会

　

令
和
６
年
３
月
27
日
、
東
京
都
中
央

区
の
東
実
健
保
会
館
で
、
第
１
１
７
回

定
例
総
会
を
開
催
し
た
。

　

議
案
の
①
令
和
６
年
度
事
業
計
画
案
、

②
同
収
入
支
出
予
算
案
に
つ
い
て
審
議

し
、
原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

　

ま
た
、
報
告
の
①
役
員
の
任
期
期
間

中
の
補
充
選
任
、
②
第
１
１
８
回
及
び

第
１
１
９
回
定
例
総
会
開
催
、
③
令
和

６
年
度
予
算
概
要
（
中
間
報
告
）、
④
令

和
５
年
度
社
会
保
険
診
療
報
酬
の
審
査

支
払
等
に
関
す
る
要
望
事
項
（
回
答
）

に
つ
い
て
了
承
し
た
（
４
～
13
頁
参

照
）。

○
福
祉
共
済
会
定
例
総
会

　

令
和
６
年
３
月
27
日
、
東
京
都
中
央

区
の
東
実
健
保
会
館
で
、
第
16
回
定
例

総
会
を
開
催
し
た
。

　

議
案
の
①
役
員
の
任
期
期
間
中
の
補

充
選
任
、
②
令
和
６
年
度
事
業
計
画
案
、

③
同
収
入
支
出
予
算
案
に
つ
い
て
審
議

し
、
原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

　

ま
た
、
報
告
の
①
第
17
回
及
び
第
18

回
定
例
総
会
開
催
に
つ
い
て
了
承
し
た
。

○
広
報
委
員
会

　

令
和
６
年
４
月
12
日
、
東
京
都
新
宿

区
の
東
貨
健
保
会
館
で
、
令
和
６
年
度

第
１
回
広
報
委
員
会
を
開
催
し
、
委
員

９
名
が
出
席
し
た
。

　

協
議
事
項
の
①
「
総
合
け
ん
ぽ
」
第

１
６
０
号
（
令
和
６
年
４
月
号
）
の
校

正
等
、
②
同
第
１
６
１
号
（
令
和
６
年

７
月
号
）
の
編
集
方
針
等
に
つ
い
て
検

討
し
た
。

「
令
和
６
年
度
収
入
支
出
予
算
概
要

表
」
及
び
「
全
総
協
ア
ン
ケ
ー
ト
」

の
提
出
に
ご
協
力
い
た
だ
き
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



Information

― 35 ―

○
定
例
会
議

　

令
和
６
年
３
月
25
日
、
札
幌
市
中
央

区
の
北
農
健
保
会
館
で
、
令
和
５
年
度

第
２
回
定
例
会
議
を
開
催
し
、
５
組
合

９
名
が
出
席
し
た
。

　

来
賓
と
し
て
、
健
康
保
険
組
合
連
合

会
北
海
道
連
合
会
の
道
端
和
則
常
務
理

事
を
お
迎
え
し
、
情
勢
報
告
等
を
含
め

た
ご
挨
拶
を
い
た
だ
い
た
。

　

小
林
会
長
の
挨
拶
後
、
議
題
の
①
令

和
５
年
度
収
入
支
出
決
算
見
込
、
②
令

和
６
年
度
収
入
支
出
予
算
案
を
審
議
し
、

原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。

○
予
算
総
会

　

令
和
６
年
３
月
22
日
、
仙
台
市
青
葉

北
海
道　

 　
　
　
　

（
北
海
道
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

東
北　
　
　
　
　
　
　

（
東
北
地
区
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

区
の
ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
仙
台
で
、
予
算

総
会
を
開
催
し
、
６
組
合
９
名
が
出
席

し
た
。

　

議
案
の
①
令
和
６
年
度
事
業
計
画
案
、

②
同
収
入
支
出
予
算
案
、
③
会
長
組
合

の
交
代
及
び
広
報
委
員
の
選
出
に
つ
い

て
審
議
し
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
し

た
。

○
役
員
会

　

令
和
６
年
３
月
25
日
、
千
葉
市
中
央

区
の
オ
ー
ク
ラ
千
葉
ホ
テ
ル
で
、役
員
会

を
開
催
し
、
４
組
合
５
名
が
出
席
し
た
。

　

議
案
の
①
令
和
５
年
度
会
計
報
告
、

②
令
和
６
年
度
事
業
計
画
等
を
審
議
し
、

原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。

千
葉　
　
　
　
　
　
　

（
千
葉
県
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

○
定
期
総
会

　

令
和
６
年
３
月
21
日
、
千
代
田
区
の

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
ア
ー
ク
半
蔵
門
で
、

定
期
総
会
を
開
催
し
、
78
組
合
１
０
０

名
が
出
席
し
た
。

　

総
会
の
冒
頭
、
森
田
会
長
が
健
保
組

合
を
巡
る
情
勢
等
を
含
め
て
挨
拶
を
行

っ
た
後
、
令
和
６
年
度
の
事
業
計
画
及

び
同
収
入
支
出
予
算
案
に
つ
い
て
審
議

し
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
し
た
。

　

ま
た
、
来
賓
の
関
東
信
越
厚
生
局
の

山
田
英
樹
次
長
、
全
国
総
合
健
康
保
険

組
合
協
議
会
の
後
藤
利
美
専
務
理
事
、

健
康
保
険
組
合
連
合
会
東
京
連
合
会
の

今
泉
礼
三
専
務
理
事
か
ら
ご
挨
拶
を
い

た
だ
い
た
。

○
初
任
者
研
修
会

　

令
和
６
年
４
月
３
、
４
日
の
二
日
間

に
わ
た
り
、
千
代
田
区
の
薬
業
健
保
会

館
で
、
初
任
者
研
修
会
を
開
催
し
、
31

組
合
63
名
が
参
加
し
た
。

　

森
田
会
長
の
挨
拶
後
、
東
総
協
の
齊

東
京　
　
　
　
　
　
　

（
東
京
都
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

藤
事
務
局
長
が
「
健
康
保
険
の
概
要
と

健
康
保
険
法
令
な
ど
」
に
つ
い
て
説
明

し
、
合
同
会
社
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｏ
Ｎ
の
講
師
、

石
井
美
江
氏
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
を
中
心
と
し
た
「
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

（
あ
い
さ
つ
や
電
話
応
対
な
ど
）
と
、
ビ

ジ
ネ
ス
ス
キ
ル
（
仕
事
の
進
め
方
や
指

示
の
受
け
方
な
ど
）」
に
つ
い
て
の
研

修
が
行
わ
れ
た
。

○
役
員
会

　

令
和
６
年
２
月
１
日
、
横
浜
市
中
区

の
神
奈
川
県
電
設
健
康
保
険
組
合
で
、

役
員
会
を
開
催
し
、
８
名
が
出
席
し
た
。

　

冒
頭
、
小
野
部
会
長
の
挨
拶
の
後
、

議
題
の
定
例
総
会
の
会
期
並
び
に
提
出

議
案
の
①
令
和
６
年
度
事
業
計
画
案
承

認
の
件
、
②
同
収
入
支
出
予
算
案
承
認

の
件
、
③
役
員
・
委
員
会
委
員
改
選
案

承
認
の
件
に
つ
い
て
審
議
し
、
原
案
ど

お
り
承
認
し
た
。

○
定
例
総
会

　

令
和
６
年
３
月
12
日
、
横
浜
市
西
区

の
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
Ｌ　

Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ｋ
Ｎ
Ｏ
Ｔ 

神
奈
川　

 　
　
　
　

（
神
奈
川
県
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）
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Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ａ
で
、
定
例
総
会
を

開
催
し
、
17
組
合
30
名
が
出
席
し
た
。

　

冒
頭
、
小
野
部
会
長
の
挨
拶
の
後
、

来
賓
と
し
て
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
神
奈
川
審
査
委
員
会
事
務
局
事
務

局
長
の
富
田
宏
之
氏
、
同
業
務
第
１
課

長
の
泉
田
麿
享
氏
よ
り
、
ご
挨
拶
と
併

せ
て
支
払
基
金
の
現
状
等
に
つ
い
て
の

講
演
が
行
わ
れ
た
。

　

総
会
で
は
、
議
案
の
①
令
和
６
年
度

事
業
計
画
案
承
認
の
件
、
②
同
収
入
支

出
予
算
案
承
認
の
件
、
③
役
員
・
委
員

会
委
員
改
選
案
承
認
の
件
に
つ
い
て
審

議
し
、
原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。

○
理
事
・
監
事
会

　

令
和
６
年
１
月
19
日
、
名
古
屋
市
中

村
区
の
名
鉄
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
、
理

事
・
監
事
会
を
開
催
し
、
13
名
が
出
席

し
た
。

　

議
案
の
①
次
期
会
長
並
び
に
副
会
長

の
選
出
、
②
次
期
組
織
検
討
委
員
並
び

に
財
政
対
策
委
員
の
選
出
、
③
次
期
全

総
協
理
事
並
び
に
委
員
の
選
出
、
④
次

期
監
事
の
選
任
案
、
⑤
令
和
６
年
度
事

業
計
画
案
、
⑥
同
予
算
案
、
⑦
同
予
算

項
内
流
用
案
、
⑧
中
総
協
事
務
局
設
置

に
関
す
る
件
、
⑨
中
総
協
人
材
育
成
目

標
に
関
す
る
件
等
に
つ
い
て
審
議
し
、

原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。

○
定
例
総
会

　

令
和
６
年
３
月
１
日
、
名
古
屋
市
中

村
区
の
名
鉄
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
、
定

中
部　
　
　
　
　
　
　

（
中
部
地
区
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

例
総
会
を
開
催
し
、
36
組
合
36
名
が
出

席
し
た
。

　

来
賓
と
し
て
、
全
国
総
合
健
康
保
険

組
合
協
議
会
専
務
理
事
の
後
藤
利
美
氏

を
お
招
き
し
、
情
勢
報
告
を
兼
ね
た
挨

拶
を
い
た
だ
い
た
。

　

議
案
の
①
次
期
監
事
の
選
任
案
、
②

令
和
６
年
度
事
業
計
画
案
、
③
同
予
算

案
、④
同
予
算
項
内
流
用
案
、⑤
中
総
協

事
務
局
設
置
に
関
す
る
件
、
⑥
中
総
協

人
材
育
成
目
標
に
関
す
る
件
に
つ
い
て

審
議
し
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
し
た
。

　

総
会
後
、
東
京
大
学
未
来
ビ
ジ
ョ
ン

研
究
セ
ン
タ
ー
特
任
教
授
の
古
井
祐
司

氏
に
よ
り
、「
今
か
ら
の
保
険
者
の
役

割
及
び
方
向
性
に
つ
い
て
～
デ
ー
タ
ヘ

ル
ス
・
コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス
の
重
要
性
～
」

と
題
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
講
演
会
（
募
集

に
よ
る
Ｗ
ｅ
ｂ
視
聴
含
）
を
開
催
し
た
。

○
理
事
・
監
事
会

　

令
和
６
年
２
月
27
日
、
大
阪
市
淀
川

区
の
ト
ラ
ス
ト
シ
テ
ィ 

カ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
・
新
大
阪
で
、
理
事
・
監
事
会
を

近
畿　
　
　
　
　
　
　

（
近
畿
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）

開
催
し
、
理
事
監
事
21
名
が
出
席
し
た
。

　

議
案
の
①
令
和
６
年
度
事
業
計
画
案
、

②
同
収
入
支
出
予
算
案
に
つ
い
て
審
議

し
、
原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。

○
定
時
総
会

　

令
和
６
年
３
月
７
日
、
大
阪
市
北
区

の
ホ
テ
ル
モ
ン
ト
レ
大
阪
で
、
定
時
総

会
を
開
催
し
、
57
組
合
73
名
が
出
席
し

た
。

　

来
賓
と
し
て
近
畿
厚
生
局
の
山
本
道

寛
保
険
課
長
、
日
本
年
金
機
構
大
手
前

年
金
事
務
所
の
森
一
央
所
長
、
健
康
保

険
組
合
連
合
会
大
阪
連
合
会
の
川
隅
正

尋
専
務
理
事
、
全
国
総
合
健
康
保
険
組

合
協
議
会
の
後
藤
利
美
専
務
理
事
を
お

迎
え
し
、
情
勢
報
告
を
兼
ね
た
祝
辞
を

い
た
だ
い
た
。

　

青
島
会
長
の
挨
拶
の
後
、
令
和
６
年

度
事
業
計
画
案
・
同
収
入
支
出
予
算
案

等
を
審
議
し
、
原
案
ど
お
り
承
認
し
た
。

○
福
利
厚
生
委
員
会

　

職
員
研
修
会

　

令
和
６
年
１
月
29
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
大
阪
で
、
職
員
研

修
会
を
開
催
し
、
32
組
合
52
名
が
参
加

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

全総協第118回定例総会及び
福祉共済会第17回定例総会を 
次のとおり開催します

日時　令和６年９月24日（火）13時00分～
場所　明治記念館
　　　東京都港区元赤坂２－２－２３
議題　○ 令和５年度事業報告及び収入支出決算報告
　　　○その他

予告
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し
た
。

　

植
田
委
員
長
の
挨
拶
の
後
、
青
島
会

長
が
情
勢
報
告
を
し
た
。

　

研
修
会
は
、
大
塚
製
薬
株
式
会
社
の

岡
田
正
子
氏
に
よ
り
「
女
性
も
男
性
も

知
っ
て
お
い
て
損
は
な
い
！
女
性
の
健

康
応
援
セ
ミ
ナ
ー
」
と
題
す
る
講
演
が

行
わ
れ
た
。

○
医
療
制
度
対
策
委
員
会

　

令
和
６
年
３
月
19
日
、
大
阪
市
中
央

区
の
大
阪
織
物
商
健
保
会
議
室
で
、
医

療
制
度
対
策
委
員
会
を
開
催
し
、
14
組

合
15
名
が
出
席
し
た
。

　

青
島
会
長
の
情
勢
報
告
を
兼
ね
た
挨

拶
の
後
、
山
上
委
員
長
が
開
催
挨
拶
し

た
。

　

令
和
５
年
度
事
業
報
告
、
令
和
６
年

度
活
動
計
画
等
を
報
告
し
た
。
ま
た
、

３
月
11
日
に
開
催
さ
れ
た
全
総
協
と
社

会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
本
部
と
の

打
合
せ
会
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

○
広
報
委
員
会

　

令
和
６
年
４
月
11
日
、
大
阪
市
西
区

の
山
文
ビ
ル
会
議
室
で
、
広
報
委
員
会

を
開
催
し
、
13
組
合
16
名
が
出
席
し
た
。

　

古
河
委
員
長
の
開
催
挨
拶
の
後
、
令

和
５
年
度
事
業
報
告
、
令
和
６
年
度
事

業
計
画
等
を
報
告
し
た
。
そ
の
後
、
広

報
誌
「
き
ず
な
」
１
４
２
号
の
校
正
と
、

次
号
の
編
集
企
画
及
び
原
稿
の
分
担
等

に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

最
後
に
、
青
島
会
長
が
情
勢
報
告
を

兼
ね
て
挨
拶
し
た
。

○
定
例
総
会

　

令
和
６
年
１
月
24
日
、
広
島
市
東
区

の
広
島
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
で
、
第
41
回

定
例
総
会
を
開
催
し
、
８
組
合
16
名
が

出
席
し
た
。

　

会
議
で
は
、
寺
田
会
長
に
よ
る
令
和

５
年
度
事
業
の
中
間
報
告
の
後
、
会
員

組
合
の
令
和
５
年
度
の
決
算
見
込
と
令

和
６
年
度
収
入
支
出
予
算
等
に
つ
い
て

情
報
交
換
を
し
た
。

　

な
お
、
会
議
終
了
後
、
健
康
保
険
組

合
連
合
会
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
支
援
グ
ル
ー

プ
主
催
の
「
令
和
６
年
度
予
算
編
成
に

伴
う
講
習
会
」
に
全
員
が
参
加
し
た
。

中
国　
　
　
　
　
　
　

（
中
国
地
区
総
合
健
康
保
険
組
合
協
議
会
）
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表紙のことば

大お
お

斎ゆ
の

原は
ら

の
大
鳥
居

 

（
和
歌
山
県
田
辺
市
）

熊
野
本
宮
大
社
旧
社
地
「
大
斎
原
」

　

大
斎
原
は
、
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
の

大
水
害
ま
で
熊
野
本
宮
大
社
の
あ
っ
た
旧
社

地
で
す
。
現
在
の
熊
野
本
宮
大
社
か
ら
５
０

０
ｍ
（
徒
歩
10
分
）
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に

あ
り
、
道
路
を
隔
て
て
日
本
一
の
大
き
さ
を

誇
る
大
鳥
居（
高
さ
約
34
ｍ
、
幅
約
42
ｍ
）が

そ
び
え
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
後
の
こ
ん

も
り
と
し
た
森
が
大
斎
原
で
す
。

　

熊
野
本
宮
大
社
は
か
つ
て
、
熊
野
川
・
音

無
川
・
岩
田
川
の
合
流
点
に
あ
る
大
斎
原
と

呼
ば
れ
る
中
洲
に
あ
り
ま
し
た
。
当
時
は
、

約
一
万
一
千
坪
の
境
内
に
５
棟
12
社
の
社
殿
、

楼
門
、
神
楽
殿
や
能
舞
台
な
ど
が
建
ち
並
び
、

現
在
の
８
倍
ほ
ど
の
規
模
だ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
ま
で
中
洲
に
渡
る
橋
は
か
け
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
、
訪
れ
た
人
々
は
歩
い
て

川
を
渡
り
、
着
物
の
裾
を
濡
ら
し
て
参
拝
す

る
の
が
慣
わ
し
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
音
無

川
の
冷
た
い
水
で
草
鞋
を
濡
ら
し
、
最
後
の

水
垢
離
を
行
っ
て
身
を
清
め
、
神
域
に
立
ち

入
る
し
き
た
り
は
、「
濡ぬ

れ
わ
ろ
う
ず

藁
沓
の
入
堂
」
と
よ

ば
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
明
治
22
年
８
月
に
起
こ
っ
た
大

洪
水
が
本
宮
大
社
の
社
殿
を
呑
み
込
み
、
社

殿
の
多
く
が
流
失
し
ま
し
た
。
水
害
を
免
れ

た
４
つ
の
社
殿
を
現
在
の
場
所
に
遷
座
し
熊

野
本
宮
大
社
が
復
興
さ
れ
ま
し
た
。
か
つ
て

多
く
の
人
々
の
祈
り
を
受
け
止
め
た
大
斎
原

に
は
、
流
失
し
た
中
四
社
・
下
四
社
の
神
々

を
祀
る
祠
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

八や

咫た

の
火
祭
り

　

田
辺
市
本
宮
町
で
は
、
毎
年
夏
に
八
咫
の

火
祭
り
が
行
わ
れ
ま
す
（
写
真
下
）。
こ
の
お

祭
り
は
、
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
に
開
催

さ
れ
た
「
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ 
南
紀

熊
野
体
験
博
」
を
き
っ
か
け
に
創
設
さ
れ
ま

し
た
。

　

古
代
、
奥
深
い
熊
野
の
山
に
迷
っ
た
神
武

天
皇
を
熊
野
の
神
の
使
い
で
あ
る
「
八
咫

烏
」（
や
た
が
ら
す
）
が
正
し
い
道
へ
導
い
た

と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
い

伝
え
に
な
ら
い
、
こ
の
お
祭
り
は
、「
人
々
を

幸
福
に
導
く
」
と
い
う
意
味
を
込
め
て
「
導

き
の
祭
り
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

神
々
が
舞
い
降
り
た
と
い
う
大
斎
原
は
、

近
年
は
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
多
く
の
人

が
訪
れ
て
お
り
、
ま
た
、
桜
の
名
所
と
し
て

も
知
ら
れ
、
鮮
や
か
な
春
の
色
に
彩
ら
れ
た

姿
も
見
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
訪
れ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

熊野本宮大社（右から「証誠殿」「中御前」）

和ろうそくの灯の中を進む時代行列
 （写真提供:熊野本宮観光協会）
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法研の事業・サービスのご案内

今から使おう！
マイナ保険証

インフルエンザ＆
冬に流行る感染症の
ウルトラ対策

体裁：Ａ４判　総４頁 体裁：Ａ４判　総 16 頁
定価：本体 200 円＋税

新刊

新刊 新刊

新刊

若いうちに知って
おきたい健康のこと

新刊

新刊

体裁：Ａ４判　総 16 頁
定価：本体 300 円＋税

フレイル予防で
いきいきライフ

体裁：Ａ４判　総 16 頁
定価：本体 300 円＋税

ジェネリック・リフィル処方箋
お願いシール

体裁：封筒型

リフィル処方箋

体裁：Ａ４判　総４頁

広報誌、健康図書、家庭医学書、市販図書、実務図書の発行

出 版 事 業

スマートフォンに標準対応。 
使いやすさ・機能も大幅に向上

ホームページ・スタンダードプラン V
バージョン

3

「データヘルス計画」に基づいたプログラム

法研のデータヘルスプログラム

個人向け情報提供をサポートします

マイヘルスウェブ

健診受診者ひとりひとりに合わせた、オンリーワンの健康情報誌

マイヘルスレポート

健康づくりキャンペーンの実施をお手伝い

マイヘルスアップキャンペーン

健診・保健指導義務化への対応に

法研 特定保健指導プログラム

特定保健指導対象外の高リスク者にも確実にアプローチ

重症化予防事業

長年培ってきたノウハウで医療費低減化をサポート

前期高齢者向け電話保健指導『すこやかエイジ』

禁煙成功へのパートナー

禁煙支援事業

いつでも相談相手がいる「安心感」を提供します

ファミリー健康相談／ 
ベストドクターズ ®・サービス

こころの悩みや不安に臨床心理士がお応えします

メンタルヘルスカウンセリング

安衛法の改正に対応したストレス対策をご提供

マイストレスチェック

保健事業の推進と業務の効率化に

保健事業支援システム

ジェネリック医薬品の使用を促進します

ジェネリック医薬品差額通知（GE-Report）

保険給付適正化をサポート

被扶養者資格調査事業

入庫から保管までレセプトに関する業務を代行します

レセプト管理・分析システム

正確かつ高品質のデータ作成が可能に

健診結果データ化サービス

ご注文・お問い合わせはご注文・お問い合わせは

https://www.sociohealth.co.jp/
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